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ご加入のみなさ まへ

　 お届けいたし まし た共済証券の記載内容をよく お確かめく ださ い。 記載内

容が事実と 異なる場合は、 事故の際に共済金をお支払いできなかっ たり 、 共

済関係を解除さ せていただいたり するこ と があり ますのでご注意く ださ い。

　 万一、 記載内容にご不明な点又はお気づき の点などがございまし たなら

ば、 ＮＯＳＡＩ までお問い合わせく ださ い。

《 ご加入者のお名前、 ご住所 》

　 ご加入いただいている方のお名前、 ご住所をご確認く ださ い。

　 加入申込みから 共済責任期間開始までに、 譲渡、 相続その他の包括継承に

より 、 ご加入いただいている方が変更になっ たと き にはＮＯＳ ＡＩ までご連

絡く ださ い。

《 共済責任期間 》

　 建物共済の共済責任期間（ 共済で補償さ れる 期間） は、 共済掛金等を 納

入し ていただいた日（ 共済証券記載の日が共済掛金等を 納入いただいた日

以後の日であると き は、 共済証券に記載さ れている日） の午後４ 時に開始し 、

期間の末日の午後４ 時に終了し ます。

《 共済種類 》

　 建物ごと の共済種類（ 火災共済、 総合共済） をご確認く ださ い。 共済の種

類によっ て補償の対象と なる共済事故などが違います。

《 共済金額 》

　 建物共済の共済金額は、 火災共済で１ 棟当たり 建物と 家具類合わせて５ 万

円～ 6,000万円まで加入でき ます。 総合共済で１ 棟当たり 建物と 家具類合わ

せて５ 万円～ 4,000万円まで加入でき ます。 火災共済と 総合共済を 合わせて

加入できる金額が１ 棟当たり １ 億円までです。

　 他の保険等の契約がある場合、 またその後に契約さ れた場合は必ずお知ら

せ願います。

共済証券の記載内容を ご確認く ださ い第１ 章
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Ⅰ　 契約概要のご説明

１ 　 仕組み及び引受条件等

1  加入の申込み（ 契約の申込みと 成立）

　 建物共済の契約は、 加入さ れる方が建物共済加入申込書に記入・ 押印し て

申込み、 組合がその申込みを承諾し たと き に成立し ます。

2  補償の対象（ 共済目的）

　 補償の対象は、 建物及びその建物に附属又は収容する次の物です。

　 ①建物の基礎及び畳、 建具その他の従物、 電気・ ガス・ 水道・ 空調設備な

どの付属設備（ 補償の対象と し ない旨の申出が無ければ、 補償の対象と

なり ます。）

　 ②建物に附属する門・ 垣・ 塀その他の工作物（ 補償の対象と する場合は、

申出が必要です。）

　 ③建物に収容さ れている家具類及び小農器具（ 以下「 家具類等」 と いう 。）

（ 補償の対象と する場合は、 申出が必要です。）

　（ 注１ ） 建物であっ ても 、 構造、 設備及び用途（ 業種） などによ り 補償の対象にで

きない場合があり ます。

　（ 注２ ） 次の物は補償の対象と なり ません。

　 ・ 道路運送車両法に規定する自動車

　 ・ 通貨、 有価証券、 預貯金証書（ 預金証書又は貯金証書を いい、 通帳及び現金

自動預け払い・ 支払機用カ ード を 含みます。）、 印紙、 切手、 乗車券、 その他

こ れら に準ずる物

　 ・ 貴金属、 宝玉及び宝石並びに書画、 骨と う 品、 彫刻物その他美術品で１ 個又

は１ 組の価額が30万円を 超える物

　 ・ 稿本、 設計書、 図案、 ひな型、 い型、 模型、 証書、 帳簿その他こ れら に準ず

る物

　 ・ 動物及び植物等の生物

　 ・ 営業用什器備品、 商品、 製品、 半製品、 原材料、 工作機械その他こ れら に準

ずる物

　 ・ テープ、 カ ード 、 ディ スク 、 ド ラ ム等のコ ン ピ ュ ータ 用の記録媒体に記録さ

れているデータ その他こ れら に類するも の

　 ・ 船舶（ ヨ ッ ト 、 モータ ーボート 及びボート を含む） 及び航空機

　 ・ 建物共済加入申込書に共済目的から 除外する旨を 記載し ている物

　 こ の説明書は、 建物共済へのご加入にあたり 、 あら かじ めご 承知いた

だき たい重要事項を まと めたも ので す。 必ずお読みいただき、 内容を ご

確認・ ご了承の上、 お申込みいただき ますよ う お願いいたし ます。 なお、

こ こ に掲載し た以外にも 大切な事項がご ざ いますので、 ホームページや

共済約款も ご確認いただき ますよう お願いいたし ます。

　 ま た、 ご 不明な点がご ざ いま し たら 農業共済組合（ 以下「 組合」 と い

います。） までお問い合わせ願います。

ホームページ（ https://w w w .nosaim iyag i.or .jp/） 又は、「 ＮＯＳＡ Ｉ 宮城」

で検索し てく ださ い。

　 加入申込書の提出は、 本書面を確認し て行われたも のと みなし ます。

重要事項説明書を

ご加入時に必ずご確認く ださ い

《 重要事項説明書 》

第２ 章

https://www.nosaimiyagi.or.jp/
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3  加入できない建物等（ 次に掲げるも のは、 加入でき ません。）

　 ①空家（ 通常居住するための家具類等が収容さ れておら ず、 すぐ の再利用

が不可能な建物です。 また、 管理が十分さ れておら ず、 損害防止義務を

果たすこ と ができないと 判断さ れる建物をいいます。）

　 ②建築中の建物、映画館、劇場、カ ラ オケハウス、キャ バレー、ナイ ト ク ラ ブ、

ダンスホール（ 床面積330㎡以上の建物）、 遊興施設、 その他こ れら に類

する建物

　 ③すでに一部に被害を生じ 、 いまだに復旧さ れていない建物

　 ④その他、 上記と 同等の危険が発生する恐れがあると 判断さ れる建物

4  共済金（ 損害共済金及び費用共済金） をお支払いする場合

　 ①損害共済金のお支払い対象と なる事故（ 共済事故） は、 次のと おり です。

　 ア． 建物火災共済の場合

　 　 　 火災、 落雷、 破裂・ 爆発、 建物の外部から の物体の落下・ 飛来・ 衝

突又は倒壊（ 自然災害の事故による損害は除きます。）、 建物内部での車

両又はその積載物の衝突又は接触（ 自然災害の事故による損害は除きま

す。）、 給排水設備の事故及び加入者以外の占有する戸室で生じ た事故に

よる水ぬれ（ 自然災害の事故による損害は除きます。）、 建物の専用水道

管の凍結により 生じ た破損（ ただし 、 前記の給排水設備により 生じ た事

故により 水ぬれ損害が生じ た場合を除きます。）、盗難により 生じ たき損・

汚損、騒乱、集団行動による暴力・ 破壊行為（ 以下「 火災等事故」 と いう 。）

　 イ ． 建物総合共済の場合

　 　 　 前記アの火災等事故に加えて、 自然災害（ 台風、 旋風、 突風、 暴風雨、

洪水、 豪雨、 なが雨、 高潮等の風水害、 降雪、 雪崩等の雪害、 土砂崩れ、

崖崩れ、地滑り 、地震及び噴火並びにこ れら による津波（ 以下「 地震等」

と いう 。）、 その他こ れら に類する自然現象）

　 ②損害共済金のお支払い額

　 　 損害共済金のお支払い額の算定方法は、 火災等事故、 地震等事故を除く

自然災害、 地震等事故ごと に異なり ますので、 共済約款でご確認く ださ い。

なお、 共済金額が共済目的の価額（ 共済価額） に満たない場合、 損害額の

一部し か補償が受けら れませんので、 十分な補償が受けら れるよう 共済価

額いっ ぱいにご加入く ださ い。 また、 建物総合共済における地震等のお支

払いでは、 ご加入いただいた共済金額は共済金額×50％と し て計算さ れま

すのでご注意く ださ い。

　 ③前記の損害共済金に加えて次の費用共済金をお支払いし ます。 詳し く は

共済約款でご確認く ださ い。

　 ア． 残存物取片付け費用共済金

　 　 　 損害を受けた共済目的の残存物の取り 壊し ・ 片付け費用の実費（ 損害

共済金×10％が限度） をお支払いし ます。（ 地震等による事故を除く ）

　 イ ． 地震火災費用共済金

　 　 　 建物火災共済において地震等事故による 火災によ り 一定以上の損害

が発生し た場合、 共済金額×５ ％をお支払いし ます。 なお、 建物総合共

済においては、 地震等事故について損害共済金をお支払いするため、 地

震火災費用共済金のお支払いはあり ません。

　 ウ． 特別費用共済金

　 　 　 前記4 ①の事故（ 地震等による事故を除く ） において、損害割合（ 共

済価額に対する損害額の割合） が80％以上の場合、共済金額×10％（ 200

万円が限度） をお払いし ます。

　 エ． 損害防止費用共済金

　 　 　 消火活動のために使用し た消火薬剤等の再取得費用を 約款に基づく

算定方法により 、 お支払いし ます。
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　 オ． 失火見舞費用共済金

　 　 　 延焼等により 近隣の他世帯に被害がおよんだ場合、 被災世帯×50万円

（ 共済金額の20％が限度） をお支払いし ます。

　 カ ． 水道管凍結修理費用共済金

　 　 　 共済の対象である建物の専用水道管について、 凍結によっ て損害（ 破

損の損害をいいます。 ただし 、 水ぬれ損害により 共済金を支払う 場合及

びパッ キングのみに生じ た損害を 除き ます。） が生じ た場合、 １ 回の事

故につき、 水道管凍結修理費用の額（ 10万円が限度） をお支払いし ます。

5  共済金をお支払いできない場合

　 ①共済掛金等を払い込みいただく 前に生じ た損害

　 ②加入者又はその者の法定代理人の故意又は重大な過失によ っ て発生し

た損害

　 ③加入者と 生計を共にする同居の親族の故意によっ て発生し た損害

　 ④加入者でない者が共済金の全部又は一部を受け取る場合において、 その

者又はその者の法定代理人の故意又は重大な過失によ っ て発生し た損

害

　 ⑤共済事故の際における共済目的の紛失又は盗難による損害

　 ⑥共済目的の性質又は欠陥によっ て生じ た損害

　 ⑦火災共済への加入の場合は、 自然災害・ 地震等によっ て生じ た損害

　 ⑧加入者が損害通知を怠り 、 又は故意若し く は重大な過失によっ て不実の

通知をし たと き

　 ⑨加入者が正当な理由がないのに損害調査等を妨害し たと き

　 ⑩告知義務・ 通知義務又は重大事由等により 契約を解除し たと き

　 ⑪加入者が必要な追加共済掛金等の払い込みを怠っ たと き

　 ⑫加入者が損害防止義務の指示に従わなかっ たと き

　 ⑬加入者が共済金の支払請求手続を３ 年間怠っ たと き

　 　 など

6  共済金を支払わない損害

　 次の事由によっ て発生し た損害（ こ れら の事由によっ て発生し た事故が延

焼または拡大し て発生し た損害を含みます） に対し ては、 損害共済金を支払

いません。

　 ①戦争、 外国の武力行使、 革命、 政権奪取、 内乱、 武装反乱その他こ れら

に類似の事変または暴動

　 ②地震等（ 火災共済に限り ます。 なお、 火災共済では地震等の災害に起因

する火災事故について地震火災費用共済金をお支払いし ます。 給付内容

は３ ページをご覧く ださ い。）

　 ③核燃料物質（ 使用済燃料を含みます） も し く は核燃料物質によっ て汚染

さ れた物（ 原子核分裂生成物を含みます） の放射性、 爆発性その他の有

害な特性に起因する事故
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7  共済金支払いに関し て付帯でき る特約及びその概要

２ 　 共済責任期間

　 　 建物共済の共済責任期間は、 組合が加入の申込み内容を承諾し て加入者

から 共済掛金等の払い込みを 受けた日の午後４ 時から 開始し ます。 ただ

し 、 共済証券にこ れと 異なる共済責任開始日が記載さ れていると きは、 そ

の日から 開始し ます。

　 　 なお、 共済責任期間が始まっ た後であっ ても 、 共済掛金等の払い込み前

に生じ た事故による損害又はその事故に伴い生じ た費用に対し ては、 共済

金はお支払いでき ません。

３ 　 契約条件（ 共済金額等）

1  契約の単位

　 ①建物１ 棟ごと の契約と なり ます。（ 家具類等も 含めた場合も 合わせて１

棟と なり ます。）

　 ②家具類等は、 契約建物に収容さ れている物に限り 、 家具類等単独の契約

はでき ません。

　 ③家具類等は、 加入申込書において除外さ れている物を除き 一式の契約と

なり ます。

2  共済金額の設定

　 ①共済金額は、 3 の条件の範囲でご契約く ださ い。 なお、 用途等により

制限が設けら れています。

　 ②共済金額は、 事故が発生し た場合に十分な補償が受けら れる よう 、 共

済目的の価額いっ ぱいに設定し てく ださ い。 共済金額が共済価額に対

し て過小または過大である場合には、 損害額の一部し か補償さ れなかっ

たり 、 共済掛金等が無駄になるこ と があり ます。

3  共済金額の設定条件

　 ①建物火災共済の共済金額の最高限度額は１ 棟6,000万円です。

　 ②建物総合共済の共済金額の最高限度額は１ 棟4,000万円です。

　 ③共済金額の設定は、 １ 棟ごと に５ 万円以上で、 １ 万円単位と なり ます。

特約の名称 特約の概要

小損害実損塡補特約

　 損害の額が30万円又は50万円のう ちから 加入

者があら かじ め選択し た額以下の小損害事故の

場合に損害の額を 共済金と し てお支払いし ま

す。 こ の特約は、 建物火災共済又は建物総合共

済の共済金額が1,000万円以上の契約に付帯でき

ます。 また、建物火災共済及び建物総合共済（ 共

済目的及び共済責任期間が同一であるも のに限

り ます。） の共済金額の合計が1,000万円以上の

場合における当該建物火災共済又は建物総合共

済のいずれかに付帯するこ と ができ ます。

臨時費用担保特約

　 事故（ 地震等を 除く ） の際の臨時の出費のた

めに損害共済金×加入の際に選択さ れた給付割

合（ 10、 20、 30％） を お支払いし ま す（ 250万

円が限度）。 また、 火災等事故によ り 加入者や

同居人などの方が、 死亡又は後遺障害を被っ た

場合、 １ 名ご と に共済金額×30％（ 200万円が

限度） をお支払いし ます。

費用共済金不担保特約
　 事故の際にお支払いする共済金は、 損害共済

金のみで、費用共済金のお支払いはあり ません。
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Ⅱ　 注意喚起情報のご説明

１ 　 告知義務・ 通知義務

　 　 ご契約時に加入者の方は、 組合が告知を求めたも のについて、 事実を正

確に伝えていただく 義務があり ます。 また、 ご契約の成立後、 申込書に記

載さ れた内容に変更等があっ た場合、 遅滞なく 組合へ通知し ていただく 義

務があり ます。 こ れら の項目が事実と 違っ ている場合又は事実を記載し な

かっ た場合若し く はそれら を 通知し なかっ た場合などは、 ご契約を 解除

し 、 共済金をお支払いでき ないこ と があり ますので、 建物共済加入申込書

の記載内容を必ずご確認下さ い。

　〔 建物共済加入申込書の★印が告知事項で、 ☆印が通知事項です。〕

２ 　 重大事由による解除

　 　 次のこ と があっ た場合は、 ご契約を解除し 、 共済金をお支払いできない

こ と があり ます。

　 ①組合に共済金を支払わせるこ と を目的と し て損害を生じ さ せ、 又は生じ

さ せよう と し たこ と

　 ②共済金の請求について詐欺を行い、 また行おう と し たこ と

　 ③組合の加入者に対する信頼を損ない、 契約の存続が困難な重大な事由が

あること

３ 　「 反社会的勢力への対応に関する基本方針」 に基づく 対応

　 組合は「 反社会的勢力への対応に関する基本方針」 に定義さ れている反社

会的勢力に該当するこ と が判明し た場合、 加入申し 込みをお断り し ます。

　 加入後に反社会的勢力であるこ と が判明し た場合、 または暴力的要求行為

等をし た場合は、 共済契約が解除さ れる場合があり ます。 こ の場合、 納付し

た共済掛金等は返還し ません。

Ⅲ　 事故が起こ っ た場合の手続き 等

１ 　 事故が起こ っ た場合の手続き

　 ①事故が発生し た場合遅滞なく 組合にご連絡く ださ い。

　 ②共済契約者は共済金請求書などの書類を作成し 、 事故を通知し た日から

30日以内に提出し てく ださ い。

　 ③組合は事故によ る損害があっ た共済目的について必要な調査を する こ

と ができます。

　 ④事故の通知を 怠っ たり 、 故意若し く は重大な過失によ り 不実の通知を

し 、 また正当な理由がなく 損害調査の妨害、 請求書類に不実の記載や変

造し た場合、 契約を解除し 、 共済金をお支払いできないこ と があり ます。

２ 　 共済金支払後の共済契約

　 ①損害割合（ 共済価額に対する損害額の割合） が80％以上の事故が発生し

たと き は、 その損害が発生し たと き に共済契約は消滅し ます。

　 ②損害割合が80％未満の場合、 共済契約は当初契約の内容で共済責任期間

の終了日まで継続し ます。

Ⅳ　 個人情報の取扱い

　 組合は、 個人情報保護法に基づき、 ご加入いただいた建物共済に関する情

報について、 引受・ 損害評価・ 損害防止・ 加入推進等の目的以外には利用い

たし ません。 ただし 、 建物共済の異動処理及び共済金の支払手続上、 第三者

への情報提供を行う 場合があり ます。

Ⅴ　 加入者の皆様へ

　 共済掛金等の納入は、 口座自動引落をおすすめし ています。

　 現金での払い込みの場合は、 加入申込みをさ れた方が、 自ら 当組合、 指定

金融機関及びコ ンビニエンススト アで払い込み下さ い。 職員による現金集金

業務は、 行っ ており ません。
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建物火災共済約款

《 共済目的の範囲 》

第１ 条　 共済目的は、 加入者の所有又は管理する建物（ 建物の基礎工事部分、

畳、 建具その他の従物及び電気・ ガス・ 水道・ 暖房・ 冷房設備その他こ れ

ら に準ずる建物の附属設備を含みます。） と し ます。

２ 　 次に掲げる物は、 建物共済加入申込書に共済目的と する旨を記載し てい

ないと き は、 共済目的には含まれません。

　（ １ ）　 建物に附属する門、 垣、 塀その他の工作物

　（ ２ ）　 建物に収容さ れている 家具類又は小農器具で加入者が所有又は管

理する物

３ 　 前項の規定により 、 家具類又は小農器具を 共済目的と し た場合におい

て、 加入者（ こ の組合と の間に建物共済の共済関係の存する者をいいます。

以下同様と し ます。） と 同じ 世帯に属する親族が所有又は管理する家具類

又は小農器具は、 建物共済加入申込書に共済目的から 除外する旨を記載し

ていないと きは、 共済目的に含まれます。

４ 　 次に掲げる物は、 前３ 項の規定にかかわら ず、 共済目的に含まれません。

　（ １ ）　 道路運送車両法（ 昭和26年法律第185号） に規定する自動車

　（ ２ ）　 通貨、 有価証券、 預貯金証書（ 預金証書又は貯金証書を いい、 通

帳及び現金自動預け払い・ 支払機用カ ード を含みます。）、 印紙、 切手、

乗車券、 その他こ れら に準ずる物

　（ ３ ）　 貴金属、 宝玉及び宝石、 書画、 骨と う 品、 彫刻物その他美術品で１

個又は１ 組の価額が30万円を超える物

　（ ４ ）　 稿本、 設計書、 図案、 ひな型、 い型、 模型、 証書、 帳簿その他こ れ

ら に準ずる物

　（ ５ ）　 動物、 植物等の生物

　（ ６ ）　 営業用什器備品、 商品、 製品、 半製品、 原材料、 工作機械その他こ

れら に準ずる物（ 小農器具は除きます。）

　（ ７ ）　 テープ、 カ ード 、 ディ スク 、 ド ラ ム等のコ ンピュ ータ 用の記録媒体

に記録さ れているデータ その他こ れら に類するも の

　（ ８ ）　 船舶（ ヨ ッ ト 、 モータ ーボート 及びボート を含みます。） 及び航空機

　（ ９ ）　 建物共済加入申込書に共済目的から 除外する旨を記載し ている物

《 共済責任期間 》

第２ 条　 共済責任期間は、 １ 年（ 建物共済加入申込書において共済責任期間

を１ 年未満と し ている場合はその期間） と し 、 加入者がこ の組合に共済掛

金等（ 共済掛金及び事務費賦課金を いいます。 以下同様と し ます。） を 払

い込んだ日（ 第４ 項の共済証券にこ れと 異なる共済責任期間の開始日が記

載さ れている場合はその日） の午後４ 時から 始まり 、 末日の午後４ 時に終

わり ます。

２ 　 前項の規定にかかわら ず、 加入者が建物共済加入申込書に記載さ れた共

済責任期間の開始日以降に共済掛金等を 払い込んだ場合の共済責任期間

は、 払い込んだ日の午後４ 時から 始まり ます。

３ 　 共済責任期間が始まっ た後であっ ても 、 こ の組合は、 共済掛金等の払込

共済目的の範囲及び共済責任期間第１ 章
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み前に発生し た事故による損害又はその事故の発生に伴い生じ た費用に

対し ては、 共済金（ 損害共済金、 残存物取片付け費用共済金、 地震火災費

用共済金、 特別費用共済金、 損害防止費用共済金、 失火見舞費用共済金及

び水道管凍結修理費用共済金を いいます。 以下同様と し ます。） を 支払い

ません。

４ 　 こ の組合は、共済関係が成立し た場合は、加入者に共済証券を交付し ます。

《 損害共済金を支払う 場合 》

第３ 条　 こ の組合は、 こ の約款に従い、 次に掲げる事故によっ て共済目的に

生じ た共済価額（ 事故が発生し た場所及び時における共済目的の価額をい

います。 以下同様と し ます。） の減少（ 以下「 損害」 と いいます。 損害に

は消防又は避難に必要な処置によ っ て共済目的に生じ た共済価額の減少

を含みます。 以下同様と し ます。） に対し て損害共済金を支払います。

　（ １ ）　 火災

　（ ２ ）　 落雷

　（ ３ ）　 破裂又は爆発（ 気体又は蒸気の急激な膨張を伴う 破壊又はその現象

をいいます。 以下同様と し ます。）

　（ ４ ）　 建物の外部から の物体（ 雨、 雪、 ひょ う 、 あら れ、 砂じ ん、 粉じ

ん、煤煙その他こ れら に類するも のは除き ます。） の落下、飛来、衝突、

接触又は倒壊。 ただし 、 自然災害（ 台風、 旋風、 突風、 暴風雨、 洪水、

豪雨、 なが雨、 高潮等の風水害、 降雪、 雪崩等の雪害、 土砂崩れ、 崖

崩れ、 地滑り 、 地震、 噴火及び津波その他こ れら に類する自然現象を

いいます。 以下同様と し ます。） の事故による損害は除きます。

　（ ５ ）　 建物内部での車両又はその積載物の衝突又は接触。 ただし 、 自然災

害の事故による損害は除き ます。

　（ ６ ）　 給排水設備（ スプリ ンク ラ ー設備及び装置を含みます。） に発生し

た事故及び加入者以外の者が占有する戸室で発生し た事故に伴う 漏

水、 放水又は出水による水ぬれ。 ただし 、 自然災害の事故による損害

は除きます。

　（ ７ ）　 盗難（ 強盗、 窃盗又はこ れら の未遂を いいます。 以下同様と し ま

す。） によっ て共済目的に発生し たき 損又は汚損

　（ ８ ）　 騒乱及びこ れに類似の集団行動に伴う 暴力行為又は破壊行為

《 残存物取片付け費用共済金を支払う 場合 》

第４ 条　 こ の組合は、 こ の約款に従い、 前条（ 損害共済金を支払う 場合） の

損害を受けた共済目的の残存物の取壊し 費用、 取片付け清掃費用及び搬出

費用（ 以下「 残存物取片付け費用」 と いいます。） に対し て、 残存物取片

付け費用共済金を支払います。

《 地震火災費用共済金を支払う 場合 》

第５ 条　 こ の組合は、 こ の約款に従い、 地震及び噴火並びにこ れら による津

波（ 以下「 地震等」 と いいます。） を直接又は間接の原因と する火災によっ

て共済目的である建物又は家具類若し く は小農器具が損害（ 消防又は避難

共済金を 支払う 場合第２ 章



9

に必要な処置によって発生し た損害は除きます。 以下こ の条において同様と

し ます。） を受け、 その損害の状況が次の各号にそれぞれ該当すると きには、

それによって臨時に生ずる費用に対し て、地震火災費用共済金を支払います。

　（ １ ）　 共済目的が建物である 場合には、 当該建物が半焼以上と なっ たと

き（ 建物の主要構造部の火災による損害の額が当該建物の共済価額の

20％以上又は建物の焼失し た部分の床面積が当該建物の延べ床面積

の20％以上と なっ たと きをいいます。）

　（ ２ ）　 共済目的に家具類又は小農器具が含まれる場合には、 当該家具類若

し く は小農器具を 収容する建物が半焼以上又は建物に収容さ れる全

ての家具類若し く は小農器具が全焼と なっ たと き （ 家具類又は小農

器具の火災によ る損害の額が当該家具類又は小農器具の共済価額の

80％以上と なっ たと き をいいます。）

《 特別費用共済金を支払う 場合 》

第６ 条　 こ の組合は、 こ の約款に従い、 第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合）

の損害を受けた場合に、 それぞれの事故によっ て共済目的の損害割合（ 共

済価額に対する損害の額の割合をいいます。 以下同様と し ます。） が80％

以上と なっ たために特別に要する費用に対し て、 特別費用共済金を支払い

ます。

《 損害防止費用共済金を 支払う 場合 》

第７ 条　 こ の組合は、こ の約款に従い、共済目的について加入者が第36条（ 損

害防止義務） 第２ 項の規定により 第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の損

害の防止又は軽減のために必要な費用（ 以下「 損害防止軽減費用」 と いい

ます。） を 負担し た場合において、 次の各号に掲げる費用（ その費用に係

る物の損害について、 第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の損害と し て塡

補さ れる部分を除きます。） に対し て、 損害防止費用共済金を支払います。

　（ １ ）　 消火活動のために費消し た消火薬剤等（ 水を 含みます。） の再取得

費用

　（ ２ ）　 消火活動に使用し たこ と により 損傷し た物（ 消火活動に従事し た者

の着用物を含みます。） の修理費用又は再取得費用

　（ ３ ）　 消火活動のために緊急に投入さ れた人員又は器材にかかわる 費用

（ 人身事故に関する費用、 損害賠償に要する費用又は謝礼に属するも

のを除きます。）

《 失火見舞費用共済金を 支払う 場合 》

第８ 条　 こ の組合は、 こ の約款に従い、 共済目的から 発生し た火災、 破裂又

は爆発によっ て第三者（ 他人が所有する物を建物共済に付する加入者を含

み、 その物の所有者と 生計を共にする同居の親族を除き ます。 以下こ の条

において同様と し ます。） が所有する物（ その物が動産であると き は、 そ

の所有者によっ て現に占有さ れている物で、 その者の占有する構内にある

も のに限り ます。） について滅失、 き 損又は汚損が発生し た場合に、 それ

によっ て生じ る見舞金等の費用に対し て、 失火見舞費用共済金を支払いま

す。 ただし 、 次の各号の場合を除き ます。

　（ １ ）　 共済目的から 発生し た火災、 破裂又は爆発の場合であっ ても 、 共済

目的の所有者以外の者が占有する 部分（ 区分所有建物の共有部分を

含みます。） において第三者が所有又は占有する物から 発生し た火災、

破裂又は爆発である場合

　（ ２ ）　 第三者が所有する物に発生し た滅失、 き 損又は汚損の場合であっ て

も 、 煙損害又は臭気付着による損害である場合
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《 損害共済金の支払額 》

第１ ０ 条　 こ の組合が損害共済金を支払う べき 損害の額は、 共済価額によっ

て定めます。

２ 　 こ の組合が支払う 損害共済金の額は、 次の表の額（ 表中の共済金額が共

済価額を超えると きは、 共済価額に相当する金額と し ます。） と し ます。

３ 　 加入者が故意又は重大な過失によっ て第36条（ 損害防止義務） 第１ 項及

び第２ 項の規定による義務を怠っ た場合は、 損害の額から 防止又は軽減す

ること ができたと 認められる額を差し 引いて得た額を損害の額と みなし ます。

４ 　 損害共済金の算出の基礎と なる 共済価額及び損害の額は損害が発生し

た場所及び時における価額によるも のと し こ の組合が決定し ます。

《 残存物取片付け費用共済金の支払額 》

第１ １ 条　 こ の組合は、 第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の損害共済金の

10％に相当する額を 限度と し て残存物取片付け費用の額を 残存物取片付

け費用共済金と し て支払います。

２ 　 前項の場合において、 こ の組合は、 前項の規定によっ て支払う べき残存

物取片付け費用共済金と 他の共済金と の合計額が共済金額を 超える と き

でも 、 支払います。

《 地震火災費用共済金の支払額 》

第１ ２ 条　 こ の組合は、 １ 回の事故につき、 １ 建物ごと に共済金額（ 共済金

額が共済価額を超えると きは、共済価額に相当する金額と し ます。） の５ ％

に相当する額を地震火災費用共済金と し て支払います。

共済金の支払額第３ 章

《 水道管凍結修理費用共済金を支払う 場合 》

第９ 条　 こ の組合は、 こ の約款に従い、 共済目的である建物の専用水道管の

凍結により 生じ た破損（ 第３ 条６ 号による損害により 共済金を支払う 場合

及びパッ キングのみに生じ た損害を 除き ます。） に伴い当該専用水道管の

復旧に要する費用（ 以下「 水道管凍結修理費用」 と いいます。） に対し て、

水道管凍結修理費用共済金を支払います。 ただし 、 区分所有建物の専有部

分を共済の対象と する場合は共用部分の専用水道管について、 区分所有建

物の共用部分を 共済の対象と する 場合は専有部分の専用水道管について

水道管凍結修理費用共済金を支払いません。

区　 　 　 分 損害共済金の額

共済金額が共済価額の

80％以上であると き
損害の額（ 共済金額を限度と し ます。）

共済金額が共済価額の

80％未満であると き

損害の額　 ×　
共済金額

共済価額×80％

（ 共済金額を限度と し ます。）



11

２ 　 72時間以内に生じ た２ 以上の地震等は、 こ れら を一括し て１ 回の事故と

みなし ます。

《 特別費用共済金の支払額 》

第１ ３ 条　 こ の組合は、 共済金額（ 共済金額が共済価額を超えると きは、 共

済価額に相当する金額と し ます。） の10％に相当する額を 特別費用共済金

と し て支払います。 ただし 、 １ 回の共済事故につき、 １ 建物ごと に200万

円を限度と し ます。

２ 　 前項の場合において、 こ の組合は、 前項の規定によっ て支払う べき 特別

費用共済金と 他の共済金と の合計額が共済金額を超えると きでも 、 支払い

ます。

《 損害防止費用共済金の支払額 》

第１ ４ 条　 こ の組合は、 損害防止費用共済金と し て、 次の算式（ 共済金額が

共済価額を 超えると き は、 共済価額に相当する金額と し ます。） によっ て

算出し た額を支払います。 ただし 、 損害防止軽減費用の額を限度と し ます。

２ 　 前項の場合において、 こ の組合は、 前項の規定によっ て支払う べき 損害

防止費用共済金と 他の共済金と の合計額が共済金額を超えると き でも 、 支

払います。

《 失火見舞費用共済金の支払額 》

第１ ５ 条　 こ の組合は、 失火見舞費用共済金と し て、 第８ 条（ 失火見舞費用

共済金を支払う 場合） の損害が発生し た世帯又は法人（ 以下 ｢被災世帯｣

と いいます。） の数に１ 被災世帯あたり の支払額（ 50万円） を 乗じ て得た

額を支払います。 ただし 、 １ 回の事故につき 、 共済金額（ 共済金額が共済

価額を 超えると き は、 共済価額と し ます。） の20％に相当する額を 限度と

し ます。

２ 　 前項の場合において、 こ の組合は、 前項の規定によっ て支払う べき 失火

見舞費用共済金と 他の共済金と の合計額が共済金額を超えると き でも 、 支

払います。

《 水道管凍結修理費用共済金の支払額 》

第１ ６ 条　 こ の組合は、 水道管凍結修理費用の額を水道管凍結修理費用共済

金と し て支払います。 ただし 、 １ 共済事故ごと に、 10万円を限度と し ます。

２ 　 前項の場合において、 こ の組合は、 前項の規定によっ て支払う べき 水道

管凍結修理費用共済金と 他の共済金と の合計額が共済金額を 超えると き

でも 、 支払います。

《 他の保険契約等がある場合の共済金の支払額 》

第１ ７ 条　 共済目的について第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の損害又は

第４ 条（ 残存物取片付け費用共済金を支払う 場合） から 第９ 条（ 水道管凍

結修理費用共済金を支払う 場合） までの費用に対し て保険金又は共済金を

支払う べき 他の保険契約又は共済契約若し く は共済関係（ 以下 ｢重複契約

関係」と いいます。）がある場合であっ ても 、第10条（ 損害共済金の支払額）

から 第16条（ 水道管凍結修理費用共済金の支払額） までの規定により 算出

し た共済金を支払います。

２ 　 前項の規定により 支払う こ と と なるこ の共済関係によ る共済金と 重複

損害防止費用共済金の額 ＝ 損害防止軽減費用の額 ×
共済金額

共済価額×80%
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共済金を 支払わない場合第４ 章

《 共済金を支払わない損害 》

第１ ８ 条　 こ の組合は、 次に掲げる損害に対し ては、 共済金を支払いません。

　（ １ ）　 加入者又はその者の法定代理人（ 加入者が法人である と き は、 そ

の理事、 取締役又は法人の業務を 執行する その他の機関。 以下こ の

条において同様と し ます。） の故意又は重大な過失によっ て発生し た

損害。 ただし 、 第44条（ 他人の所有する物を建物共済に付し た場合）

の規定により 、 他人の所有する物を建物共済に付し たと き は、 加入者

又はその者の法定代理人の故意によっ て発生し た損害

　（ ２ ）　 加入者と 生計を 共にする 同居の親族の故意によっ て発生し た損害

（ その親族が加入者に共済金を 取得さ せる目的がなかっ た場合を 除き

ます。）

　（ ３ ）　 加入者でない者が共済金の全部又は一部を 受け取るべき 場合にお

いては、 その者又はその者の法定代理人の故意又は重大な過失によっ

て発生し た損害（ 他の者が受け取るべき 金額については除き ます。）。

ただし 、 第44条（ 他人の所有する物を建物共済に付し た場合） の規定

により 、 他人の所有する物を建物共済に付し たと きは、 その者又はそ

の者の法定代理人の故意によっ て発生し た損害

　（ ４ ）　 第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の事故の際における共済目的の

紛失又は盗難

　（ ５ ）　 共済目的の性質又は欠陥によっ て発生し た損害

２ 　 こ の組合は、 次に掲げる事由（ 次に掲げる事由によっ て発生し た第３ 条

（ 損害共済金を 支払う 場合） の事故が延焼又は拡大し た場合及び発生原因

のいかんを 問わず同条の事故が次に掲げる 事由によ っ て延焼又は拡大し

た場合を含みます。） に対し ては、 共済金を支払いません。

　（ １ ）　 戦争、 外国の武力行使、 革命、 政権奪取、 内乱、 武装反乱その他

こ れら に類似の事変又は暴動（ 群衆又は多数の者の集団の行動によっ

て、 全国又は一部の地区において著し く 平穏が害さ れ、 治安維持上重

大な事態と 認めら れる状態をいいます。）

　（ ２ ）　 地震等。 ただし 、 第５ 条（ 地震火災費用共済金を支払う 場合） の地

震火災費用共済金を支払う 場合については、 こ の限り ではあり ません。

　（ ３ ）　 核燃料物質（ 使用済燃料を含みます。 以下同様と し ます。） 若し く は

核燃料物質によっ て汚染さ れた物（ 原子核分裂生成物を含みます。） の

放射性、 爆発性その他の有害な特性又はこ れら の特性に起因する事故

契約関係により 既に支払われた保険金又は共済金の額と の合計額が、 共済

金の種類ごと に別表に掲げる支払限度額を超えると き は、 前項の規定にか

かわら ず、 こ の組合の支払う 共済金の額は、 別表に掲げる支払限度額から

重複契約関係によ り 既に支払われた保険金又は共済金の合計額を 差し 引

いた額と し ます。 ただし 、 重複契約関係がないも のと し て算出し た支払責

任額を限度と し ます。

３ 　 前２ 項の場合において、 損害が２ 種類以上の共済事故によっ て発生し た

と き は、 同種の共済事故による損害ごと にこ れら の項の規定を適用し ます。
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《 共済金を 支払わない場合 》

第１ ９ 条　 こ の組合は、 次の場合には、 共済金を支払いません。

　（ １ ）　 加入者が第35条（ 損害発生の場合の手続） 第１ 項の通知を怠り 、 又

は故意若し く は重大な過失によっ て不実の通知をし た場合

　（ ２ ）　 加入者が正当な理由がないのに第35条（ 損害発生の場合の手続） 第

２ 項の調査を妨害し た場合

　（ ３ ）　 加入者が第36条（ 損害防止義務） 第３ 項の指示に従わなかっ た場

合

　（ ４ ）　 第24条（ 重大事由による解除） 第１ 項により 解除し た場合

　（ ５ ）　 加入者が共済金の支払請求手続を 行使する こ と ができ る 時から ３

年間行使し ない場合

　（ ６ ）　 第31条（ 告知・ 通知義務の承認の場合） の規定により 共済掛金等が

追加徴収になる場合において、 こ の組合の請求に対し 加入者が支払を

怠っ た場合

告知義務・ 通知義務等第５ 章

《 告知義務 》

第２ ０ 条　 加入者は、 加入申込みの際、 建物共済に係る共済関係が成立する

こ と により 塡補するこ と と さ れる損害の発生の可能性に関する重要事項

のう ち、 組合が建物共済加入申込書等により 告知を求めた告知事項につい

て、 事実を告知し なければなり ません。

《 告知義務違反による解除 》

第２ １ 条　 建物共済加入申込書等の告知事項について加入者が故意若し く

は重大な過失によっ て事実を告げず又は不実のこ と を告げた場合は、 こ の

組合は、 こ の共済関係を解除するこ と ができます。

２ 　 前項の規定は、 次の場合には適用し ません。

　（ １ ）　 前項の告げなかっ た事実又は告げた不実のこ と がなく なっ た場合

　（ ２ ）　 共済関係の成立の当時、 こ の組合がその事実若し く は不実のこ と を

知っ ていた場合、 又は過失によっ てこ れを知ら なかっ た場合

　（ ３ ）　 加入者が第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の損害が発生する前に、

告知事項について、 書面をも っ て更正をこ の組合に申し 出て、 こ の組

合がこ れを承認し た場合

　（ ４ ）　 こ の組合が解除の原因を知っ た時（ 正当な理由によっ て解除の通知

ができ ない場合には、 解除の通知ができ る時） から １ カ 月を経過し た

場合

３ 　 第１ 項の解除が損害発生の後に行われた場合において、 こ の組合は、 第

27条（ 共済関係の解除の効力） の規定にかかわら ず、 共済金を支払いませ

ん。 も し 、 既に共済金を支払っ ていたと き は、 こ の組合は、 その共済金の

返還を請求するこ と ができ ます。 ただし 、 解除の原因と なっ た事実に基づ

かずに発生し た損害については、 こ の組合は共済金を支払います。

４ 　 第１ 項の規定による共済関係の解除は、 共済証券記載の加入者の住所あ

ての書面による通知をも っ て行います。
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《 通知義務 》

第２ ２ 条　 共済関係の成立後、 次の事実が発生し た場合には、 加入者はその

事実の発生がその責めに帰すべき 事由によると きはあら かじ め、 その責め

に帰すこ と のできない事由によると き はその発生を知っ た後遅滞なく 、 そ

の旨をこ の組合に通知し 、 こ れにより 共済関係の異動が生じ ると きは、 そ

の承認を受けなければなり ません。 ただし 、 その事実がなく なっ た場合は、

組合への通知は必要あり ません。

　（ １ ）　 共済目的について他の保険者又は共済事業を行う 者と 第３ 条（ 損害

共済金を 支払う 場合） 又は第５ 条（ 地震火災費用共済金を 支払う 場

合） の事故を担保する共済契約又は保険契約を締結するこ と

　（ ２ ）　 共済目的を譲渡するこ と

　（ ３ ）　 共済目的を解体するこ と

　（ ４ ）　 共済目的が第３ 条（ 損害共済金を 支払う 場合）、 第５ 条（ 地震火災

費用共済金を支払う 場合） 又は第９ 条（ 水道管凍結修理費用共済金を

支払う 場合） の事故以外の原因により 破損し たこ と

　（ ５ ）　 共済目的である建物を改築し 、 増築し 、 若し く はその構造を変更し 、

又は引き 続き15日以上にわたっ て修繕するこ と

　（ ６ ）　 共済目的である 建物を 引き 続き 30日以上にわたっ て空家又は無人

と するこ と

　（ ７ ）　 共済目的を他の場所に移転するこ と 。 ただし 、 第３ 条（ 損害共済金

を支払う 場合） 又は第５ 条（ 地震火災費用共済金を支払う 場合） の事

故を避けるために他に搬出し た場合の５ 日間については、 こ の限り で

はあり ません。

　（ ８ ）　 共済目的の用途を変更するこ と

　（ ９ ）　 共済目的について危険が著し く 増加するこ と

　（ 10）　 前９ 号のほか、 告知事項の内容に変更を生じ さ せる事実が発生し た

こ と

２ 　 加入者が前項の通知を怠っ た場合には、 こ の組合は、 その事実が発生し

た時又は加入者がその発生を 知っ た時から こ の組合が通知を 受け取るま

での間に発生し た損害（ ただし 、 前項第３ 号、 第５ 号、 第６ 号、 第８ 号

又は第９ 号の事実が発生し たと き は、 その事実の発生により 増加し た危

険によっ て発生し た損害に限り ます。） については、 共済金を 支払いませ

ん。 ただし 、 前項第５ 号、 第８ 号又は第９ 号の事実が発生し たと き にお

いて、 変更後の共済掛金率等が変更前の共済掛金率等より 高く なら なかっ

たと き は、 こ の限り ではあり ません。

３ 　 こ の組合は、 第１ 項の事実が発生し た場合（ 前項ただし 書の規定に該当

する場合は除き ます。） には、 その事実を 承認し たと き を 除き、 共済関係

を解除するこ と ができ ます。

４ 　 こ の組合が第１ 項の通知を 受けた後７ 日以内にその事実の不承認の通知

又は共済関係の解除をし ないと きは、 その事実を 承認し たも のと みなし ます。

５ 　 第３ 項の規定による共済関係の解除は、 共済証券記載の加入者の住所あ

ての書面による通知をも っ て行います。

《 危険増加による解除 》

第２ ３ 条　 こ の組合は、 前条（ 通知義務） 第１ 項各号の事実の発生により 危

険増加（ 塡補するこ と と さ れる損害の発生の可能性が高く なり 、 建物火災

共済に係る共済掛金の額が、 当該損害の発生の可能性を 計算の基礎と し

て算出さ れる共済掛金の額に不足する状況をいいます。） が生じ たと き に、

同項の通知がなかっ た場合は共済関係を 解除するこ と ができ ます。 ただ

し 、 同項ただし 書の場合は除き ます。
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２ 　 前項に基づく こ の組合の解除権は、 こ の組合が前項の解除の原因を知っ

た日から １ カ 月経過し たと きに消滅し ます。

３ 　 第１ 項の解除が損害発生の後に行われた場合において、 こ の組合は第27

条（ 共済関係の解除の効力） の規定にかかわら ず、 解除と なる事実が発生

し た時から 解除さ れる時までに発生し た損害については、 共済金を支払い

ません。 また、 既に共済金を支払っ ていたと き は、 こ の組合はその共済金

の返還を請求するこ と ができます。

４ 　 第１ 項の規定による共済関係の解除は、 共済証券記載の加入者の住所あ

ての書面による通知をも っ て行います。

《 重大事由による解除 》

第２ ４ 条　 こ の組合は、 次のいずれかに該当する場合には、 共済関係を解除

するこ と ができ ます。

　（ １ ）　 加入者（ 共済目的の所有者を含みます。 以下こ の条において同様と

し ます。） が、 こ の組合にこ の共済関係に基づく 共済金を 支払わせる

こ と を目的と し て損害を発生さ せ、 又は発生さ せよう と し た場合

　（ ２ ）　 加入者が、 こ の共済関係に基づく 共済金の請求について、 詐欺を行

い、 又は行おう と し た場合

　（ ３ ）　 前２ 号のほか、 こ の組合の加入者に対する信頼を損ない、 こ の共済

関係の存続を困難と する重大な事由がある場合

２ 　 前項による解除が損害が発生し た後に行われた場合において、 こ の組合

は第27条（ 共済関係の解除の効力） の規定にかかわら ず、 前項第１ 号から

第３ 号までの事由が発生し た時から 解除さ れた時までに発生し た損害に

ついては、 共済金を支払いません。 また、 既に共済金を支払っ ていたと き

は、 こ の組合は、 その共済金の返還を請求するこ と ができ ます。

３ 　 第１ 項による共済関係の解除は、 共済証券記載の加入者の住所あての書

面による通知をも っ て行います。

《 共済目的の調査 》

第２ ５ 条　 こ の組合は、 いつでも 、 共済目的のある土地又は建物若し く は工

作物に立ち入り 、 共済目的について必要な事項を調査するこ と ができ ます。

《 共済目的の調査拒否による解除 》

第２ ６ 条　 加入者が相当な理由がないのに、 前条（ 共済目的の調査） の調査

を拒んだ場合には、 こ の組合は、 共済関係を解除するこ と ができ ます。

２ 　 前項に基づく こ の組合の解除権は、 前項の拒否の事実のあっ た日から １

カ 月以内に行使し ないと き は消滅し ます。

３ 　 第１ 項の規定による共済関係の解除は、 共済証券記載の加入者の住所あ

ての書面による通知をも っ て行います。

《 共済関係の解除の効力 》

第２ ７ 条　 共済関係の解除は、 将来に向かっ てのみ、 その効力を生じ ます。
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《 共済関係の失効 》

第２ ８ 条　 共済関係の成立後、 次の事実が発生し た場合には、 共済関係は、

その事実が発生し た時から その効力を失います。

　（ １ ）　 共済目的が第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） 又は第５ 条（ 地震火

災費用共済金を支払う 場合） の事故以外の原因によっ て滅失し たこ と

　（ ２ ）　 共済目的が第18条（ 共済金を支払わない損害） の事故によっ て滅失

し たこ と

　（ ３ ）　 共済目的が解体さ れたこ と

２ 　 共済目的について譲渡又は相続その他の包括承継があっ た場合は、 第43

条（ 共済関係の承継） 第１ 項の規定により 共済関係を承継し たと き を除き 、

その共済関係は、 その譲渡又は相続その他の包括承継があっ た時から その

効力を失います。

《 超過共済による共済金額の減額 》

第２ ９ 条　 建物共済の共済関係の成立時において、 共済金額が共済価額を超

えていたこ と につき加入者が善意でかつ重大な過失がなかっ たと き は、 加

入者は、 その超過部分について、 当該共済関係を取り 消すこ と ができます。

２ 　 建物共済に係る 共済責任期間の開始後に共済価額が著し く 減少し たと

き は加入者は、 組合に対し 、 将来に向かっ て、 共済金額の減額を請求する

こ と ができます。

共済関係の失効等第６ 章

《 危険の減少の場合 》

第３ ０ 条　 共済関係の成立後に、 当該共済関係により 塡補するこ と と さ れる

損害の発生の可能性が著し く 減少し た場合は、 加入者は、 組合に対し 、 将

来に向かっ て、 共済掛金について、 減少後の当該損害の発生の可能性に対

応する共済掛金に至るまでの減額を請求するこ と ができ ます。

２ 　 前項の規定により 、 共済掛金の減額を行う 場合には、 こ の組合は共済掛

金のう ち未経過期間に対し て日割り をも っ て計算し た金額を返還し ます。

《 告知・ 通知義務の承認又は共済関係承継の承諾の場合 》

第３ １ 条　 第20条（ 告知義務）、 第22条（ 通知義務） 第１ 項又は第43条（ 共

済関係の承継） 第１ 項の承認又は承諾をする場合には、 こ の組合は、 次の

表に定めると こ ろ に従い、 追加共済掛金等の支払請求又は共済掛金の減額

をするこ と ができ ます。

共済掛金等の追加返還等第７ 章
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《 共済掛金の返還―解除の場合 》

第３ ２ 条　 第21条（ 告知義務違反による解除） 第１ 項、 第24条（ 重大事由に

よる解除） 第１ 項又は第35条（ 損害発生の場合の手続） 第４ 項の規定によ

り 、 こ の組合が共済関係を解除し た場合は、 共済掛金等は返還し ません。

２ 　 第22条（ 通知義務） 第３ 項、 第23条（ 危険増加による解除） 第１ 項又は

第26条（ 共済目的の調査拒否による解除） 第１ 項の規定により 、 こ の組合

が共済関係を解除し た場合は、 払込みを受けた共済掛金から 既経過期間に

対し て次の表により 計算し た共済掛金を差し 引いた残額を返還し ます。

承認又は承諾する場合 追　 加　 額 払　 戻　 額

１ 　 加入者が第３ 条

（ 損害共済金を 支払う

場合） の事故によ る

損害が発生する 前に

建物共済加入申込書

の記載事項に つい て

更正の申出を し 、 組

合がこ れを 承認する

場合

　 共済金額に 記載事

項の更正後に 適用さ

れる 共済掛金率及び

事務費賦課金率を 乗

じ て 得た 共済掛金等

の額から 既に 領収し

た 共済掛金等を 差し

引いた残額

　 既に 領収し た 共済

掛金から 共済金額に

記載事項の更正後に

適用さ れる 共済掛金

率を 乗じ て 得た 共済

掛金の額を 差し 引い

た残額

２ 　 加入者が共済責

任の開始後、 建物の

用途・ 構造を 変更し

又は改築若し く は増

築等に ついて 共済目

的の異動を 通知し 、

又は共済目的の譲受

人及び相続人そ の他

の包括承継人が共済

関係の承継の承諾申

請を し 、 組合がこ れ

を 承認し 、 又は承諾

する場合

　 承認又は承諾し た

日以後の未経過共済

責任期間日数に 対し

て、 変更後の共済掛

金等の額から 変更前

の共済掛金等の額を

差し 引いた残額

　 承認又は承諾し た

日以後の未経過共済

責任期間日数に 対し

て、 変更前の共済掛

金の額から 変更後の

共済掛金の額を 差し

引いた残額

返還する場合 返　 還　 額

１ 　 建物の用途・ 構造を変更し 又は改築若し

く は増築その他危険が著し く 増加し たこ と 等

による解除、 共済目的の調査拒否による解除

その他その原因が加入者の責に帰すべき 事由

による解除の場合

　 共済掛金から 共済掛

金に既経過月数に応じ た

下記の係数を乗じ て得た

額を差し 引いた残額

２ 　 建物の用途・ 構造を変更し 又は改築若し

く は増築その他危険が著し く 増加し たこ と 等

による解除の場合で、 解除の原因と なっ た事

実の発生が加入者の責めに帰すべき 事由によ

ら ないと き

　 共済掛金に未経過日

数の共済責任期間に対

する割合を乗じ て得た額

３ 　 １ 及び２ による解除以外の事由による解

除の場合であっ て、 その解除の原因が加入者

の責めに帰すべき事由によら ないと き

　 共済掛金に未経過日

数の共済責任期間に対

する割合を乗じ て得た額
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１ の既経過月数に応じ た係数

３ 　 第22条（ 通知義務） 第３ 項の規定により 、 こ の組合が共済関係を解除し

た場合において、 解除の事実の発生が加入者の責めに帰すべき 事由によら

ないと きは、 前項の規定にかかわら ず、 共済掛金のう ち未経過期間に対し

て日割り をも っ て計算し た金額を返還し ます。

４ 　 第22条（ 通知義務） 第３ 項、 第23条（ 危険増加による解除） 第１ 項及び

第26条（ 共済目的の調査拒否による解除） 第１ 項以外の事由により 共済関

係が解除さ れた場合において、 その解除の原因が加入者の責めに帰すべき

事由によると き は、 払込みを受けた共済掛金から 既経過期間に対し て第２

項の表により 計算し た共済掛金を差し 引いた残額を返還し ます。

５ 　 第22条（ 通知義務） 第３ 項、 第23条（ 危険増加による解除） 第１ 項及び

第26条（ 共済目的の調査拒否による解除） 第１ 項以外の事由により 共済関

係が解除さ れた場合において、 その解除の原因が加入者の責めに帰すべき

事由によら ないと き は、 共済掛金のう ち未経過期間に対し て日割り をも っ

て計算し た金額を返還し ます。

《 共済掛金の返還―失効の場合 》

第３ ３ 条　 第28条（ 共済関係の失効） の規定により 共済関係が失効し た場合

において、 その失効の原因が加入者の責めに帰すべき事由によら ないと き

は、 こ の組合は共済掛金のう ち未経過期間に対し て日割り をも っ て計算し

た金額を返還し ます。

《 共済掛金の返還―超過による共済金額の減額の場合 》

第３ ４ 条　 こ の組合は、 第29条（ 超過共済による共済金額の減額） 第１ 項に

より 共済関係が取り 消さ れた場合は、 共済関係の成立の時に遡っ て、 取り

消さ れた部分に対応する共済掛金を返還し ます。

既経過共済

責任期間（ 月）
係　 数（ ％）

１ 20.0

２ 30.0

３ 40.0

４ 50.0

５ 60.0

６ 70.0

７ 75.0

８ 80.0

９ 85.0

10 90.0

11 95.0

（ 注） 既経過期間の月数は、 共済責任の開始の日から 起算し て翌月の応当日ま でを

１ 月と 計算し 、 30日未満の端数があると き は、 こ れを 切り 上げて１ 月と する。
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《 損害発生の場合の手続 》

第３ ５ 条　 加入者は、 共済目的について共済金の支払を受けるべき 損害があ

ると 認めた場合は、 遅滞なく 、 その旨をこ の組合に通知し なければなり ま

せん。

２ 　 共済目的について第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） 又は第５ 条（ 地震

火災費用共済金を支払う 場合） の損害が発生し た場合は、 こ の組合は、 そ

の共済目的について必要な事項を調査するこ と ができ ます。

３ 　 加入者は、 こ の組合が第１ 項の損害に関し て要求し た書類を作成し 、 損

害の発生を 通知し た日から 30日以内にこ の組合に提出し なければなり ま

せん。

４ 　 加入者が第１ 項の通知を怠り 、 故意若し く は重大な過失によっ て不実の

通知をし 、 正当な理由がないのに第２ 項の調査を妨害し 、 第３ 項の書類に

故意に不実の記載をし 、 又はその書類を偽造若し く は変造し た場合は、 こ

の組合は、 共済証券記載の加入者の住所あての書面による通知をも っ てこ

の共済関係を解除するこ と ができ ます。

《 損害防止義務 》

第３ ６ 条　 加入者は、 共済目的について通常すべき管理その他の損害防止を

怠っ てはなり ません。

２ 　 加入者は、第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の事故若し く は第５ 条（ 地

震火災費用共済金を支払う 場合） の事故及び第９ 条（ 水道管凍結修理費用

共済金を支払う 場合） の事故が発生し た場合又はその原因が発生し た場合

は、 損害の防止又は軽減に努めなければなり ません。

３ 　 こ の組合は、 加入者に第２ 項の損害の防止又は軽減のため、 特に必要な

処置をすべきこ と を指示するこ と ができ ます。 こ の場合は、 当該指示によ

る必要な処置によっ て、 加入者が負担し た費用はこ の組合が負担し ます。

《 残存物 》

第３ ７ 条　 こ の組合は、 共済目的の全部が滅失し た場合において、 加入者が

その共済目的について有する権利を取得し ません。 ただし 、 こ の組合がこ

れを取得する旨の意思表示をし て共済金を支払っ た場合は、 こ の限り では

あり ません。

２ 　 加入者は、 こ の組合が要求し た場合は、 前項の規定により こ の組合が取

得し た権利の保全及び行使のために必要な証拠書類の提供その他の行為

をし なければなり ません。 こ の場合は、 当該要求による必要な行為のため

に加入者が負担し た費用はこ の組合が負担し ます。

損害の発生第８ 章

２ 　 こ の組合は、 第29条（ 超過共済によ る共済金額の減額） 第２ 項により 、

共済金額の減額を行う 場合は、 共済掛金のう ち未経過期間に対し て日割り

をも っ て計算し た金額を返還し ます。
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《 評価人及び審判人 》

第３ ８ 条　 共済価額又は損害の額について、 こ の組合と 加入者又は共済金を

受け取るべき 者と の間に争いが生じ た場合は、 その争いは他の問題と 分離

し て、 こ れを当事者双方が書面をも っ て選定し た各１ 名ずつの評価人の判

断に任せるも のと し 、 評価人の間で意見が一致し ないと き は、 評価人双方

が選定し た１ 名の審判人の裁定に任せなければなり ません。

２ 　 前項の判断又は裁定に要する費用及び評価人又は審判人に対する 報酬

は、 当事者双方がこ れを負担するも のと し 、 その負担の割合は前項の判断

又は裁定において定めます。

《 第三者に対する権利の取得 》

第３ ９ 条　 第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の損害が第三者の行為によっ

て発生し た場合において、 こ の組合が共済金を支払っ たと き は、 こ の組合

は、 加入者がその損害につき 第三者に対し て有する権利（ 以下こ の条にお

いて「 加入者債権」 と いいます。） について、 次の各号の額を 限度に組合

が加入者に代わり 取得するも のと し ます。

　（ １ ）　 組合が損害の額の全額を共済金と し て支払っ た場合は、 加入者債権

の全額

　（ ２ ）　 前号以外の場合は、 加入者債権の額から 、 共済金が支払われていな

い損害の額を差し 引いた額

２ 　 前項第２ 号の場合において、 組合が加入者に代わり 取得せずに加入者

が引き続き 有する債権は、 組合が加入者に代わり 取得する当該債権より も 優

先し て弁済さ れるも のと し ます。

３ 　 第37条（ 残存物） 第２ 項の規定は、 第１ 項の規定により 代位権を取得し

た場合において準用し ます。

《 共済金の支払時期 》

第４ ０ 条　 こ の組合は、 加入者が第35条（ 損害発生の場合の手続） の手続を

し 、 組合が要求し た共済金の請求に必要な書類が到達し た日の翌日から 30

日以内に、 次の事項の確認をし た上で、 共済金を支払います。

確認事項
詳　 細

①　 共済金の支払事由発生

の有無の確認が必要な 場

合

　 事故の原因、 事故発生の状況、 損害又

は傷害発生の有無及び加入者、 共済目的

の所有者又は被害者に該当する 事実

②　 共済金が支払われな い

事由の有無の確認が必要

な場合

　 約款に規定する 共済金が支払われな い

事由に該当する事実の有無

③　 共済金を算出するための

事実の確認が必要な場合

　 損害の額、 傷害の程度、 事故と 損害又

は傷害と の関係、 治療の経過及び内容

④　 共済関係の効力の有無

の確認が必要な場合

　 約款に規定する 解除又は取消し の事由

に該当する 事実の有無

⑤　 ①から ④ま で のほか、

組合が支払う べき 共済金

の額を 確定さ せる ための

事実の確認が必要な場合

　 重複契約関係の有無及び内容、 損害に

ついて 加入者が有する 損害賠償請求権そ

の他の債権及び既に取得し た も のの有無

及び内容等

（ 注） 傷害等に係る規定については、 臨時費用担保特約付帯の契約に限る。
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２ 　 前項の確認をするため、 次に掲げる特別な照会又は調査が必要な場合に

は、 前項の規定にかかわら ず、 こ の組合は、 共済金の請求に必要な書類が

組合に到達し た日の翌日から 次に掲げる日数（ 照会又は調査の内容が複数

ある場合は、 そのう ちの最長の日数と し ます。） が経過する日までに、 共

済金を支払います。

特別な照会又は調査の内容 日数

　 第１ 項の表中①から ⑤ま で の事項を 確認する ための弁護士法

（ 昭和24年法律第205号） その他の法令に基づく 照会
180日

　 第１ 項の表中①から ④ま で の事項を 確認する た めの警察、 検

察、 消防その他の公の機関によ る 調査・ 捜査の結果の照会
180日

　 第１ 項の表中①から ④までの事項を 確認する ための医療機関、

検査機関その他の専門機関によ る 診断、 鑑定等の結果の照会
90日

　 第１ 項の表中③の事項のう ち 、 後遺障害の内容及びその程度を

確認する ための医療機関によ る 診断、 後遺障害の認定に係る 専門

機関によ る 審査等の結果の照会

120日

　 災害救助法（ 昭和22年法律第118号） が適用さ れた被災地域にお

ける第１ 項の表中①から ⑤までの事項の確認のための調査
60日

　 災害対策基本法（ 昭和36年法律第223号） に基づき 設置さ れた中

央防災会議の専門調査会によ っ て被害想定が報告さ れた首都直下

地震、 東海地震、 東南海・ 南海地震又はこ れと 同規模以上の損害

が発生する も のと 見込まれる 地震等によ る 災害の被災地域におけ

る 第１ 項の表中①から ⑤までの事項の確認のための調査（ 地震火

災費用共済金についての調査に限り ます。）

365日

（ 注） 傷害等に係る規定については、 臨時費用担保特約付帯の契約に限る。

《 共済金支払後の共済関係 》

第４ １ 条　 第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の事故による共済目的の損害

割合が80％以上と なっ たと きは、 共済関係は、 その損害の発生し たと き に

消滅し ます。

２ 　 前項の場合を除き 、 こ の組合が共済金を支払っ た場合においても 、 こ の

共済関係の共済金額は、 減額するこ と はあり ません。

３ 　 各々別に共済金額を定めた共済目的が２ 以上ある場合には、 それぞれに

ついて、 前２ 項の規定を適用し ます。
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《 共済関係の継続 》

第４ ２ 条　 共済責任期間の満了に際し 、 共済責任期間の更新をし よう と する

場合において、 建物共済加入申込書に記載し た事項に変更があっ たと き

は、 加入者は書面をも っ てこ れをこ の組合に告げなければなり ません。 こ

の場合の告知については第20条（ 告知義務） の規定を適用し ます。

２ 　 前項の規定により 共済関係を継続し た場合には、 新たに共済証券を交付

し ます。

《 共済関係の承継 》

第４ ３ 条　 共済目的について譲渡又は相続その他の包括承継があっ た場合

においては、 譲受人又は相続人その他の包括承継人が、 こ の組合の承認を

受けて、 共済関係に関し 譲渡人又は被相続人その他の被包括承継人の有す

る権利義務を承継するこ と ができます。

２ 　 前項の規定によ る承諾を 受けよ う と する 譲受人又は相続人その他の包

括承継人は、 その譲受又は相続その他の包括承継の日から 14日以内に書面

をも っ て、 こ の組合に承諾の申請をし なければなり ません。

３ 　 第１ 項の規定による権利義務の承継は、 その承諾の時（ 共済目的の譲受

けの前に承諾があっ た場合は、 譲受けの時） から その効力を生じ ます。

《 他人の所有する物を 建物共済に付し た場合 》

第４ ４ 条　 他人が所有する物を管理する者は、 その支払う こ と があるべき 損

害賠償のためにその物を建物共済に付すこ と ができ ます。

２ 　 前項の場合、 共済目的の所有者は、 自己の所有する共済目的の損害につ

いては、 加入者に優先し て直接こ の組合に共済金の支払を請求するこ と が

できます。

３ 　 加入者は、 前項の損害に対し て共済目的の所有者に損害賠償を行っ た額

又は共済目的の所有者が承諾し た額を限度に、 こ の組合に対し て共済金の

支払を請求するこ と ができます。

４ 　 第２ 項及び第３ 項の規定にかかわら ず、 こ の組合は、 共済目的のう ち加

入者が所有する共済目的の損害については、 加入者に共済金を支払います。

《 準拠法 》

第４ ５ 条　 こ の約款に規定のない事項については、 農業保険法（ 昭和22年法

律第185号）、 同法施行令（ 平成29年政令第263号）、 同法施行規則（ 平成29

年農林水産省令第63号）、 任意共済損害認定準則（ 平成30年３ 月28日農林

水産省告示第659号） 並びにこ の組合の定款及び事業規程により ます。

《 約款の変更を 行う 場合の対応 》

第４ ６ 条　 こ の組合は、 こ の約款を変更すると き は、 変更する旨及び変更点

並びにその効力の発生時期を 組合の事務所に備え置き 一般の閲覧に供す

ると と も に、 イ ンタ ーネッ ト のホームページへ公表するほか、 広報誌等に

掲載するこ と により 、 加入者及び加入資格者に対し 周知するも のと し ます。

その他第９ 章
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〈 別表〉

第17 条第２ 項の共済金の種類別の支払限度額

共 済 金 の 種 類 支　 払　 限　 度　 額

１ 　 第３ 条（ 損害共済金を支

払う 場合） の損害共済金

　 損害の額（ 他の重複契約関係に損害の

額を算出する基準がこ の共済関係と 異な

るも のがあると きは、 それぞれの基準に

より 算出し た損害の額のう ち最も 高い損

害の額）

２ 　 第４ 条（ 残存物取片付

け費用共済金を 支払う 場

合） の残存物取片付け費

用共済金

　 残存物取片付け費用の額

３ 　 第５ 条（ 地震火災費用

共済金を 支払う 場合） の

地震火災費用共済金

　 １ 回の事故につき 、 １ 建物ごと に共済

価額に５ ％（ 他の重複契約関係に、 支払

割合が５ ％を超えるも のがあると き は、

こ れら の支払割合のう ち最も 高い割合）

を乗じ て得た額

４ 　 第６ 条（ 特別費用共済

金を 支払う 場合） の特別

費用共済金

　 １ 回の事故につき、 １ 建物ごと に200

万円（ 他の重複契約関係に、 限度額が

200万円を 超える も のがある と き は、 こ

れら の限度額のう ち最も 高い額）

５ 　 第７ 条（ 損害防止費用

共済金を 支払う 場合） の

損害防止費用共済金

　 損害防止軽減費用の額

６ 　 第８ 条（ 失火見舞費用

共済金を 支払う 場合） の

失火見舞費用共済金

　 １ 回の事故につき 50万円（ 他の重複契

約関係に､ １ 被災世帯当たり の支払額が

50万円を超えるも のがあると き は、 その

支払額のう ち最も 高い額） に被災世帯の

数を乗じ て得た額）

７ 　 第９ 条（ 水道管凍結修

理費用共済金を 支払う 場

合） の水道管凍結修理費

用共済金

　 水道管凍結修理費用の額
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建物総合共済約款

《 共済目的の範囲 》

第１ 条　 共済目的は、 加入者の所有又は管理する建物（ 建物の基礎工事部分、

畳、 建具その他の従物及び電気・ ガス・ 水道・ 暖房・ 冷房設備その他こ れ

ら に準ずる建物の附属設備を含みます。） と し ます。

２ 　 次に掲げる物は、 建物共済加入申込書に共済目的と する旨を記載し てい

ないと き は、 共済目的には含まれません。

　（ １ ）　 建物に附属する門、 垣、 塀その他の工作物

　（ ２ ）　 建物に収容さ れている 家具類又は小農器具で加入者が所有又は管

理する物

３ 　 前項の規定によ り 、 家具類又は小農器具を 共済目的と し た場合におい

て、 加入者（ こ の組合と の間に建物共済の共済関係の存する者をいいます。

以下同様と し ます。） と 同じ 世帯に属する親族が所有又は管理する家具類

又は小農器具は、 建物共済加入申込書に共済目的から 除外する旨を記載し

ていないと きは、 共済目的に含まれます。

４ 　 次に掲げる物は、 前３ 項の規定にかかわら ず、 共済目的に含まれません。

　（ １ ）　 道路運送車両法（ 昭和26年法律第185号） に規定する自動車

　（ ２ ）　 通貨、 有価証券、 預貯金証書（ 預金証書又は貯金証書を いい、 通

帳及び現金自動預け払い・ 支払機用カ ード を含みます。）、 印紙、 切手、

乗車券、 その他こ れら に準ずる物

　（ ３ ）　 貴金属、 宝玉及び宝石、 書画、 骨と う 品、 彫刻物その他美術品で１

個又は１ 組の価額が30万円を超える物

　（ ４ ）　 稿本、 設計書、 図案、 ひな型、 い型、 模型、 証書、 帳簿その他こ れ

ら に準ずる物

　（ ５ ）　 動物、 植物等の生物

　（ ６ ）　 営業用什器備品、 商品、 製品、 半製品、 原材料、 工作機械その他こ

れら に準ずる物（ 小農器具は除き ます。）

　（ ７ ）　 テープ、 カ ード 、 ディ スク 、 ド ラ ム等のコ ンピュ ータ 用の記録媒体

に記録さ れているデータ その他こ れら に類するも の

　（ ８ ）　 船舶（ ヨ ッ ト 、 モータ ーボート 及びボート を含みます。） 及び航空機

　（ ９ ）　 建物共済加入申込書に共済目的から 除外する旨を記載し ている物

《 共済責任期間 》

第２ 条　 共済責任期間は、 １ 年（ 建物共済加入申込書において共済責任期間

を１ 年未満と し ている場合はその期間） と し 、 加入者がこ の組合に共済掛

金等（ 共済掛金及び事務費賦課金を いいます。 以下同様と し ます。） を 払

い込んだ日（ 第４ 項の共済証券にこ れと 異なる共済責任期間の開始日が記

載さ れている場合はその日） の午後４ 時から 始まり 、 末日の午後４ 時に終

わり ます。

２ 　 前項の規定にかかわら ず、 加入者が建物共済加入申込書に記載さ れた共

済責任期間の開始日以降に共済掛金等を 払い込んだ場合の共済責任期間

は、 払い込んだ日の午後４ 時から 始まり ます。

共済目的の範囲及び共済責任期間第１ 章
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３ 　 共済責任期間が始まっ た後であっ ても 、 こ の組合は、 共済掛金等の払込

み前に発生し た事故による 損害又はその事故の発生に伴い生じ た費用に

対し ては、 共済金（ 損害共済金、 残存物取片付け費用共済金、 特別費用共

済金、 損害防止費用共済金、 失火見舞費用共済金及び水道管凍結修理費用

共済金をいいます。 以下同様と し ます。） を支払いません。

４ 　 こ の組合は、共済関係が成立し た場合は、加入者に共済証券を交付し ます。

《 損害共済金を 支払う 場合 》

第３ 条　 こ の組合は、 こ の約款に従い、 次に掲げる事故によっ て共済目的に

生じ た共済価額（ 事故が発生し た場所及び時における共済目的の価額をい

います。 以下同様と し ます。） の減少（ 以下「 損害」 と いいます。 損害に

は消防又は避難に必要な処置によっ て共済目的に生じ た共済価額の減少

を含みます。 以下同様と し ます。） に対し て損害共済金を支払います。

　（ １ ）　 火災

　（ ２ ）　 落雷

　（ ３ ）　 破裂又は爆発（ 気体又は蒸気の急激な膨張を伴う 破壊又はその現象

をいいます。 以下同様と し ます。）

　（ ４ ）　 建物の外部から の物体（ 雨、 雪、 ひょ う 、 あら れ、 砂じ ん、 粉じ

ん、煤煙その他こ れら に類するも のは除き ます。） の落下、飛来、衝突、

接触又は倒壊。 ただし 、 次項の事故による損害は除き ます。

　（ ５ ）　 建物内部での車両又はその積載物の衝突又は接触。 ただし 、 次項の

事故による損害は除き ます。

　（ ６ ）　 給排水設備（ スプリ ンク ラ ー設備及び装置を 含みます。） に発生し

た事故及び加入者以外の者が占有する 戸室で発生し た事故に伴う 漏

水、 放水又は出水による水ぬれ。 ただし 、 第２ 項の事故による損害は

除き ます。

　（ ７ ）　 盗難（ 強盗、 窃盗又はこ れら の未遂を いいます。 以下同様と し ま

す。） によっ て共済目的に発生し たき損又は汚損

　（ ８ ）　 騒乱及びこ れに類似の集団行動に伴う 暴力行為又は破壊行為

２ 　 こ の組合は、こ の約款に従い、自然災害（ 台風、旋風、突風、暴風雨、洪水、

豪雨、 なが雨、 高潮等の風水害、 降雪、 雪崩等の雪害、 土砂崩れ、 崖崩れ、

地滑り 、 地震、 噴火及び津波その他こ れら に類する自然現象を いいます。

以下同様と し ます。） によっ て共済目的に生じ た共済価額の減少（ 防災又

は避難に必要な処置によっ て共済目的に生じ た共済価額の減少を 含みま

す。 以下同様と し ます。） に対し て、 損害共済金を支払います。

３ 　 前項の地震及び噴火並びにこ れら による津波（ 以下「 地震等」 と いいま

す。） による損害には、 次のも のを含みます。

　（ １ ）　 地震等によっ て生じ た火災、 破裂又は爆発による損害

　（ ２ ）　 地震等によっ て生じ た火災、 破裂又は爆発が延焼又は拡大し て発生

し た損害

　（ ３ ）　 火災、 破裂又は爆発が地震等によっ て延焼又は拡大し て発生し た損

害

共済金を 支払う 場合第２ 章
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《 残存物取片付け費用共済金を支払う 場合 》

第４ 条　 こ の組合は、 こ の約款に従い、 前条（ 損害共済金を 支払う 場合）

の損害（ 地震等による損害を 除き ます。） を 受けた共済目的の残存物の取

壊し 費用、 取片付け清掃費用及び搬出費用（ 以下「 残存物取片付け費用」

と いいます。） に対し て、 残存物取片付け費用共済金を支払います。

《 特別費用共済金を 支払う 場合 》

第５ 条　 こ の組合は、 こ の約款に従い、 第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合）

の損害（ 地震等による損害を 除き ます。） を 受けた場合に、 それぞれの事

故によっ て共済目的の損害割合（ 共済価額に対する損害の額の割合をいい

ます。 以下同様と し ます。） が80％以上と なっ たために特別に要する費用

に対し て、 特別費用共済金を支払います。

《 損害防止費用共済金を支払う 場合 》

第６ 条　 こ の組合は、こ の約款に従い、共済目的について加入者が第34条（ 損

害防止義務） 第２ 項の規定により 第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の損

害の防止又は軽減のために必要な費用（ 以下「 損害防止軽減費用」 と いい

ます。） を 負担し た場合において、 次の各号に掲げる費用（ その費用に係

る物の損害について、 第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の損害と し て塡

補さ れる部分を除きます。） に対し て、 損害防止費用共済金を支払います。

　（ １ ）　 消火活動のために費消し た消火薬剤等（ 水を 含みます。） の再取得

費用

　（ ２ ）　 消火活動に使用し たこ と により 損傷し た物（ 消火活動に従事し た者

の着用物を含みます。） の修理費用又は再取得費用

　（ ３ ）　 消火活動のために緊急に投入さ れた人員又は器材にかかわる費用

（ 人身事故に関する費用、 損害賠償に要する費用又は謝礼に属するも

のを除き ます。）

《 失火見舞費用共済金を支払う 場合 》

第７ 条　 こ の組合は、 こ の約款に従い、 共済目的から 発生し た火災、 破裂又

は爆発によっ て第三者（ 他人が所有する物を建物共済に付する加入者を含

み、 その物の所有者と 生計を共にする同居の親族を除き ます。 以下こ の条

において同様と し ます。） が所有する物（ その物が動産であると き は、 そ

の所有者によっ て現に占有さ れている物で、 その者の占有する構内にある

も のに限り ます。） について滅失、 き 損又は汚損が発生し た場合に、 それ

によっ て生じ る見舞金等の費用に対し て、 失火見舞費用共済金を支払いま

す。 ただし 、 次の各号の場合を除き ます。

　（ １ ）　 共済目的から 発生し た火災、 破裂又は爆発の場合であっ ても 、 共済

目的の所有者以外の者が占有する部分（ 区分所有建物の共有部分を

含みます。） において第三者が所有又は占有する物から 発生し た火災、

破裂又は爆発である場合

　（ ２ ）　 第三者が所有する物に発生し た滅失、 き損又は汚損の場合であっ て

も 、 煙損害又は臭気付着による損害である場合

《 水道管凍結修理費用共済金を支払う 場合 》

第８ 条　 こ の組合は、 こ の約款に従い、 共済目的である建物の専用水道管の

凍結により 生じ た破損（ 第３ 条６ 号による損害により 共済金を支払う 場合

及びパッ キングのみに生じ た損害を 除き ます。） に伴い当該専用水道管の

復旧に要する費用（ 以下「 水道管凍結修理費用」 と いいます。） に対し て、

水道管凍結修理費用共済金を支払います。 ただし 、 区分所有建物の専有部
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分を共済の対象と する場合は共用部分の専用水道管について、 区分所有建

物の共用部分を 共済の対象と する場合は専有部分の専用水道管について

水道管凍結修理費用共済金を支払いません。

《 損害共済金の支払額 》

第９ 条　 こ の組合が損害共済金を支払う べき 損害の額は、 共済価額によっ て

定めます。

２ 　 こ の組合が支払う 損害共済金の額は、 次の各号の表の額（ 表中の共済金

額が共済価額を超えると き は、 共済価額に相当する金額と し ます。） と し

ます。

　（ １ ）　 第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） 第１ 項の損害が発生し た場合

　（ ２ ）　 第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） 第２ 項の自然災害から 地震等に

よる災害を除いた災害によっ て損害が発生し た場合

共済金の支払額第３ 章

区　 　 　 　 　 分 損害共済金の額

共済金額が共済価額の

80％以上であると き
損害の額（ 共済金額を限度と し ます。）

共済金額が共済価額の

80％未満であると き

損害の額　 ×　
共済金額

共済価額×80％

（ 共済金額を限度と し ます。）

区　 　 　 　 　 分 損害共済金の額

損害の額が共済価額の

80％以上であるとき
損害の額　 ×　

共済金額

共済価額

損害の額が共済価額の

80％未満であるとき
損害の額－

共済価額の５ ％
に 相 当 す る 額
又 は10,000円 の
いずれか低い額

×
共済金額

共済価額
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　（ ３ ）　 第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） 第２ 項の地震等によっ て損害が

発生し た場合

３ 　 加入者が故意又は重大な過失によっ て第34条（ 損害防止義務） 第１ 項

及び第２ 項の規定によ る義務を 怠っ た場合は、 損害の額から 防止又は軽

減するこ と ができ たと 認めら れる 額を 差し 引いて得た額を 損害の額と み

なし ます。

４ 　 損害共済金の算出の基礎と なる 共済価額及び損害の額は損害が発生し

た場所及び時における価額によるも のと し こ の組合が決定し ます。

《 残存物取片付け費用共済金の支払額 》

第１ ０ 条　 こ の組合は、 第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の損害共済金の

10％に相当する額を 限度と し て残存物取片付け費用の額を 残存物取片付

け費用共済金と し て支払います。

２ 　 前項の場合において、 こ の組合は、 前項の規定によっ て支払う べき残存

物取片付け費用共済金と 他の共済金と の合計額が共済金額を 超える と き

でも 、 支払います。

《 特別費用共済金の支払額 》

第１ １ 条　 こ の組合は、 共済金額（ 共済金額が共済価額を超えると き は、 共

済価額に相当する金額と し ます。） の10％に相当する額を 特別費用共済金

と し て支払います。 ただし 、 １ 回の共済事故につき、 １ 建物ごと に200万

円を限度と し ます。

２ 　 前項の場合において、 こ の組合は、 前項の規定によっ て支払う べき特別

費用共済金と 他の共済金と の合計額が共済金額を超えると き でも 、 支払い

ます。

《 損害防止費用共済金の支払額 》

第１ ２ 条　 こ の組合は、 損害防止費用共済金と し て、 次の算式（ 共済金額が

共済価額を 超えると き は、 共済価額に相当する金額と し ます。） によっ て

算出し た額を支払います。 ただし 、 損害防止軽減費用の額を限度と し ます。

２ 　 前項の場合において、 こ の組合は、 前項の規定によっ て支払う べき損害

防止費用共済金と 他の共済金と の合計額が共済金額を超えると きでも 、 支

払います。

損　 害　 共　 済　 金　 の　 額

損害の額　 ×　
共済金額×0.5

共済価額

　 損害の額は、 建物に係る損害（ 建物の損害割合が５ ％以上と なっ

た場合に限り ます。） の額と 家具類及び小農器具に係る損害（ 家具類

及び小農器具の損害割合が70％以上と なっ た場合又は家具類及び小

農器具を 収容する建物の損害割合が70％以上と なっ た場合に限り ま

す。） の額の合計額と し ます。

損害防止費用共済金の額 ＝ 損害防止軽減費用の額 ×
共済金額

共済価額×80%
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《 失火見舞費用共済金の支払額 》

第１ ３ 条　 こ の組合は、 失火見舞費用共済金と し て、 第７ 条（ 失火見舞費用

共済金を支払う 場合） の損害が発生し た世帯又は法人（ 以下 ｢被災世帯｣

と いいます。） の数に１ 被災世帯あたり の支払額（ 50万円） を乗じ て得た額

を支払います。 ただし 、 １ 回の事故につき、 共済金額（ 共済金額が共済価

額を超えると きは、共済価額と し ます。） の20％に相当する額を限度と し ます。

２ 　 前項の場合において、 こ の組合は、 前項の規定によっ て支払う べき 失火

見舞費用共済金と 他の共済金と の合計額が共済金額を超えると きでも 、 支

払います。

《 水道管凍結修理費用共済金の支払額 》

第１ ４ 条　 こ の組合は、 水道管凍結修理費用の額を水道管凍結修理費用共済

金と し て支払います。 ただし 、 １ 回の事故につき、 10万円を限度と し ます。

２ 　 前項の場合において、 こ の組合は、 前項の規定によっ て支払う べき水道

管凍結修理費用共済金と 他の共済金と の合計額が共済金額を超えると きで

も、 支払います。

《 他の保険契約等がある場合の共済金の支払額 》

第１ ５ 条　 共済目的について第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の損害又は

第４ 条（ 残存物取片付け費用共済金を支払う 場合） から 第８ 条（ 水道管凍

結修理費用共済金を支払う 場合） までの費用に対し て保険金又は共済金を

支払う べき他の保険契約又は共済契約若し く は共済関係（ 以下 ｢重複契約

関係」 と いいます。） がある場合であっ ても 、第９ 条（ 損害共済金の支払額）

から 第14条（ 水道管凍結修理費用共済金の支払額） までの規定により 算出

し た共済金を支払います。

２ 　 前項の規定により 支払う こ と と なるこ の共済関係による共済金と 重複契

約関係により 既に支払われた保険金又は共済金の額と の合計額が、 共済金

の種類ごと に別表に掲げる支払限度額を超えると き は、 前項の規定にかか

わら ず、 こ の組合の支払う 共済金の額は、 当該支払限度額から 重複契約関

係により 既に支払われた保険金又は共済金の合計額を差し 引いた額と し ま

す。 ただし 、 重複契約関係がないも のと し て算出し た支払責任額を限度と

し ます。

３ 　 前２ 項の場合において、 損害が２ 種類以上の共済事故によっ て発生し た

と きは、 同種の共済事故による損害ごと にこ れら の項の規定を適用し ます。

《 共済金を支払わない損害 》

第１ ６ 条　 こ の組合は、次に掲げる損害に対し ては、共済金を支払いません。

　（ １ ）　 加入者又はその者の法定代理人（ 加入者が法人である と き は、 そ

の理事、 取締役又は法人の業務を 執行する その他の機関。 以下こ の

条において同様と し ます。） の故意又は重大な過失によっ て発生し た

損害。 ただし 、 第42条（ 他人の所有する物を建物共済に付し た場合）

の規定により 、 他人の所有する物を建物共済に付し たと き は、 加入者

又はその者の法定代理人の故意によっ て発生し た損害。

共済金を 支払わない場合第４ 章
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《 告知義務 》

第１ ８ 条　 加入者は、 加入申込みの際、 建物共済に係る共済関係が成立する

こ と によ り 塡補するこ と と さ れる 損害の発生の可能性に関する重要事項

のう ち、 組合が建物共済加入申込書等により 告知を求めた告知事項につい

て、 事実を告知し なければなり ません。

告知義務・ 通知義務等第５ 章

　（ ２ ）　 加入者と 生計を 共にする 同居の親族の故意によっ て発生し た損害

（ その親族が加入者に共済金を 取得さ せる目的がなかっ た場合を 除き

ます。）

　（ ３ ）　 加入者でない者が共済金の全部又は一部を 受け取るべき 場合にお

いては、 その者又はその者の法定代理人の故意又は重大な過失によっ

て発生し た損害（ 他の者が受け取るべき 金額については除き ます。）。

ただし 、 第42条（ 他人の所有する物を建物共済に付し た場合） の規定

により 、 他人の所有する物を建物共済に付し たと きは、 その者又はそ

の者の法定代理人の故意によっ て発生し た損害。

　（ ４ ）　 第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の事故の際における共済目的の

紛失又は盗難

　（ ５ ）　 共済目的の性質又は欠陥によっ て発生し た損害

２ 　 こ の組合は、 次に掲げる事由（ 次に掲げる事由によっ て発生し た第３ 条

（ 損害共済金を 支払う 場合） の事故が延焼又は拡大し た場合及び発生原因

のいかんを 問わず同条の事故が次に掲げる 事由によ っ て延焼又は拡大し

た場合を含みます。） に対し ては、 共済金を支払いません。

　（ １ ）　 戦争、 外国の武力行使、 革命、 政権奪取、 内乱、 武装反乱その他これ

らに類似の事変又は暴動（ 群衆又は多数の者の集団の行動によって、 全

国又は一部の地区において著しく 平穏が害さ れ、 治安維持上重大な事態

と 認められる状態をいいます。）

　（ ２ ）　 核燃料物質（ 使用済燃料を含みます。 以下同様と し ます。） 若し く は

核燃料物質によっ て汚染さ れた物（ 原子核分裂生成物を含みます。） の

放射性、 爆発性その他の有害な特性又はこ れら の特性に起因する事故

《 共済金を支払わない場合 》

第１ ７ 条　 こ の組合は、 次の場合には、 共済金を支払いません。

　（ １ ）　 加入者が第33条（ 損害発生の場合の手続） 第１ 項の通知を怠り 、 又

は故意若し く は重大な過失によっ て不実の通知をし た場合

　（ ２ ）　 加入者が正当な理由がないのに第33条（ 損害発生の場合の手続） 第

２ 項の調査を妨害し た場合

　（ ３ ）　 加入者が第34条（ 損害防止義務） 第３ 項の指示に従わなかっ た場合

　（ ４ ）　 第22条（ 重大事由による解除） 第１ 項により 解除し た場合

　（ ５ ） 加入者が共済金の支払請求手続を 行使するこ と ができ る時から ３ 年

間行使し ない場合

　（ ６ ）　 第29条（ 告知・ 通知義務の承認の場合） の規定により 共済掛金等が

追加徴収になる場合において、 こ の組合の請求に対し 加入者が支払を

怠っ た場合
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《 告知義務違反による解除 》

第１ ９ 条　 建物共済加入申込書等の告知事項について加入者が故意若し く

は重大な過失によっ て事実を告げず又は不実のこ と を告げた場合は、 こ の

組合は、 こ の共済関係を解除するこ と ができます。

２ 　 前項の規定は、 次の場合には適用し ません。

　（ １ ）　 前項の告げなかっ た事実又は告げた不実のこ と がなく なっ た場合

　（ ２ ）　 共済関係の成立の当時、 こ の組合がその事実若し く は不実のこ と を

知っ ていた場合、 又は過失によっ てこ れを知ら なかっ た場合

　（ ３ ）　 加入者が第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の損害が発生する前に、

告知事項について、 書面をも っ て更正をこ の組合に申し 出て、 こ の組

合がこ れを承認し た場合

　（ ４ ）　 こ の組合が解除の原因を知っ た時（ 正当な理由によっ て解除の通知

ができ ない場合には、 解除の通知ができ る時） から １ カ 月を経過し た

場合

３ 　 第１ 項の解除が損害発生の後に行われた場合において、 こ の組合は、 第

25条（ 共済関係の解除の効力） の規定にかかわら ず、 共済金を支払いませ

ん。 も し 、 既に共済金を支払っ ていたと き は、 こ の組合は、 その共済金の

返還を請求するこ と ができ ます。 ただし 、 解除の原因と なっ た事実に基づ

かずに発生し た損害については、 こ の組合は共済金を支払います。

４ 　 第１ 項の規定による共済関係の解除は、 共済証券記載の加入者の住所あ

ての書面による通知をも っ て行います。

《 通知義務 》

第２ ０ 条　 共済関係の成立後、 次の事実が発生し た場合には、 加入者はその

事実の発生がその責めに帰すべき 事由によると き はあら かじ め、 その責め

に帰すこ と のでき ない事由によると きはその発生を知っ た後遅滞なく 、 そ

の旨をこ の組合に通知し 、 こ れにより 共済関係の異動が生じ ると きは、 そ

の承認を受けなければなり ません。 ただし 、 その事実がなく なっ た場合は、

組合への通知は必要あり ません。

　（ １ ）　 共済目的について他の保険者又は共済事業を行う 者と 第３ 条（ 損害

共済金を支払う 場合） の事故を担保する共済契約又は保険契約を締結

するこ と

　（ ２ ）　 共済目的を譲渡するこ と

　（ ３ ）　 共済目的を解体するこ と

　（ ４ ）　 共済目的が第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） 又は第８ 条（ 水道管

凍結修理費用共済金を支払う 場合） の事故以外の原因により 破損し た

こ と

　（ ５ ）　 共済目的である建物を改築し 、 増築し 、 若し く はその構造を変更し 、

又は引き続き 15日以上にわたっ て修繕するこ と

　（ ６ ）　 共済目的である建物を 引き 続き 30日以上にわたっ て空家又は無人

と するこ と

　（ ７ ）　 共済目的を他の場所に移転するこ と 。 ただし 、 第３ 条（ 損害共済金

を支払う 場合） の事故を避けるために他に搬出し た場合の５ 日間につ

いては、 こ の限り ではあり ません。

　（ ８ ）　 共済目的の用途を変更するこ と

　（ ９ ）　 共済目的について危険が著し く 増加するこ と

　（ 10）　 前９ 号のほか、 告知事項の内容に変更を生じ さ せる事実が発生し た

こ と

２ 　 加入者が前項の通知を 怠っ た場合には、 こ の組合は、 その事実が発生

し た時又は加入者がその発生を 知っ た時から こ の組合が通知を 受ける ま

での間に発生し た損害（ ただし 、 前項第３ 号、 第５ 号、 第６ 号、 第８ 号
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又は第９ 号の事実が発生し たと き は、 その事実の発生により 増加し た危

険によっ て発生し た損害に限り ます。） については、 共済金を 支払いませ

ん。 ただし 、 前項第５ 号、 第８ 号又は第９ 号の事実が発生し たと き にお

いて、 変更後の共済掛金率等が変更前の共済掛金率等より 高く なら なかっ

たと き は、 こ の限り ではあり ません。

３ 　 こ の組合は、 第１ 項の事実が発生し た場合（ 前項ただし 書の規定に該当

する場合は除き ます。） には、 その事実を承認し たと き を 除き、 共済関係

を解除するこ と ができ ます。

４ 　 こ の組合が第１ 項の通知を受けた後７ 日以内にその事実の不承認の通知

又は共済関係の解除をし ないと きは、 その事実を承認し たものと みなし ます。

５ 　 第３ 項の規定による共済関係の解除は、 共済証券記載の加入者の住所あ

ての書面による通知をも っ て行います。

《 危険増加による解除 》

第２ １ 条　 こ の組合は、 前条（ 通知義務） 第１ 項各号の事実の発生により 危

険増加（ 塡補するこ と と さ れる損害の発生の可能性が高く なり 、 建物総合

共済に係る共済掛金の額が、 当該損害の発生の可能性を 計算の基礎と し

て算出さ れる共済掛金の額に不足する状況をいいます。） が生じ たと き に、

同項の通知がなかっ た場合は共済関係を 解除するこ と ができ ます。 ただ

し 、 同項ただし 書の場合は除き ます。

２ 　 前項に基づく こ の組合の解除権は、 こ の組合が前項の解除の原因を知っ

た日から １ カ 月経過し たと き に消滅し ます。

３ 　 第１ 項の解除が損害発生の後に行われた場合において、 こ の組合は第25

条（ 共済関係の解除の効力） の規定にかかわら ず、 解除と なる事実が発生

し た時から 解除さ れる時までに発生し た損害については、 共済金を支払い

ません。 また、 既に共済金を支払っ ていたと き は、 こ の組合はその共済金

の返還を請求するこ と ができ ます。

４ 　 第１ 項の規定による共済関係の解除は、 共済証券記載の加入者の住所あ

ての書面による通知をも っ て行います。

《 重大事由による解除 》

第２ ２ 条　 こ の組合は、 次のいずれかに該当する場合には、 共済関係を解除

するこ と ができ ます。

　（ １ ）　 加入者（ 共済目的の所有者を含みます。 以下こ の条において同様と

し ます。） が、 こ の組合にこ の共済関係に基づく 共済金を 支払わせる

こ と を目的と し て損害を発生さ せ、 又は発生さ せよう と し た場合

　（ ２ ）　 加入者が、 こ の共済関係に基づく 共済金の請求について、 詐欺を行

い、 又は行おう と し た場合

　（ ３ ）　 前２ 号のほか、 こ の組合の加入者に対する信頼を損ない、 こ の共済

関係の存続を困難と する重大な事由がある場合

２ 　 前項による解除が損害が発生し た後に行われた場合において、 こ の組合

は第25条（ 共済関係の解除の効力） の規定にかかわら ず、 前項第１ 号から

第３ 号までの事由が発生し た時から 解除さ れた時までに発生し た損害に

ついては、 共済金を支払いません。 また、 既に共済金を支払っ ていたと き

は、 こ の組合は、 その共済金の返還を請求するこ と ができます。

３ 　 第１ 項による共済関係の解除は、 共済証券記載の加入者の住所あての書

面による通知をも っ て行います。
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《 共済関係の失効 》

第２ ６ 条　 共済関係の成立後、 次の事実が発生し た場合には、 共済関係は、

その事実が発生し た時から その効力を失います。

　（ １ ）　 共済目的が第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の事故以外の原因に

よっ て滅失し たこ と

　（ ２ ）　 共済目的が第16条（ 共済金を支払わない損害） の事故によっ て滅失

し たこ と

　（ ３ ）　 共済目的が解体さ れたこ と

２ 　 共済目的について譲渡又は相続その他の包括承継があっ た場合は、 第41

条（ 共済関係の承継） 第１ 項の規定により 共済関係を承継し たと き を除き、

その共済関係は、 その譲渡又は相続その他の包括承継があっ た時から その

効力を失います。

《 超過共済による共済金額の減額 》

第２ ７ 条　 条建物共済の共済関係の成立時において、 共済金額が共済価額

を超えていたこ と につき 加入者が善意でかつ重大な過失がなかっ たと き は、

加入者は、その超過部分について、当該共済関係を取り 消すこ と ができます。

２ 　 建物共済に係る共済責任期間の開始後に共済価額が著し く 減少し たと

き は加入者は、 組合に対し 、 将来に向かっ て、 共済金額の減額を請求する

こ と ができ ます。

共済関係の失効等第６ 章

《 共済目的の調査 》

第２ ３ 条　 こ の組合は、 いつでも 、 共済目的のある土地又は建物若し く は工

作物に立ち入り 、 共済目的について必要な事項を調査するこ と ができ ます。

《 共済目的の調査拒否による解除 》

第２ ４ 条　 加入者が相当な理由がないのに、 前条（ 共済目的の調査） の調査

を拒んだ場合には、 こ の組合は、 共済関係を解除するこ と ができ ます。

２ 　 前項に基づく こ の組合の解除権は、 前項の拒否の事実のあっ た日から １

カ 月以内に行使し ないと き は消滅し ます。

３ 　 第１ 項の規定による共済関係の解除は、 共済証券記載の加入者の住所あ

ての書面による通知をも っ て行います。

《 共済関係の解除の効力 》

第２ ５ 条　 共済関係の解除は、 将来に向かっ てのみ、 その効力を生じ ます。
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《 危険の減少の場合 》

第２ ８ 条　 共済関係の成立後に、 当該共済関係により 塡補するこ と と さ れる

損害の発生の可能性が著し く 減少し た場合は、 加入者は、 組合に対し 、 将

来に向かっ て、 共済掛金について、 減少後の当該損害の発生の可能性に対

応する共済掛金に至るまでの減額を請求するこ と ができ ます。

２ 　 前項の規定により 、 共済掛金の減額を行う 場合には、 こ の組合は共済掛

金のう ち未経過期間に対し て日割り をも っ て計算し た金額を返還し ます。

《 告知・ 通知義務の承認又は共済関係承継の承諾の場合 》

第２ ９ 条　 第18条（ 告知義務）、 第20条（ 通知義務） 第１ 項又は第41条（ 共

済関係の承継） 第１ 項の承認又は承諾をする場合には、 こ の組合は、 次の

表に定めると こ ろ に従い、 追加共済掛金等の支払請求又は共済掛金の減額

をするこ と ができ ます。

《 共済掛金の返還―解除の場合 》

第３ ０ 条　 第19条（ 告知義務違反による解除） 第１ 項、 第22条（ 重大事由に

よる解除） 第１ 項又は第33条（ 損害発生の場合の手続） 第４ 項の規定によ

り 、 こ の組合が共済関係を解除し た場合は、 共済掛金等は返還し ません。

２ 　 第20条（ 通知義務） 第３ 項、 第21条（ 危険増加による解除） 第１ 項又は

第24条（ 共済目的の調査拒否による解除） 第１ 項の規定により 、 こ の組合

が共済関係を解除し た場合は、 払込みを受けた共済掛金から 既経過期間に

対し て次の表により 計算し た共済掛金を差し 引いた残額を返還し ます。

共済掛金等の追加返還等第７ 章

承認又は承諾する場合 追　 加　 額 払　 戻　 額

１ 　 加入者が第３ 条

（ 共 済金を 支 払う 場

合） の事故に よ る 損

害が発生する 前に建

物共済加入申込書の

記載事項につい て 更

正の申出を し 、 組合

がこ れを 承認する 場

合

　 共済金額に記載事

項の更正後に適用さ

れる 共済掛金率及び

事務費賦課金率を 乗

じ て 得た 共済掛金等

の額から 既に領収し

た 共済掛金等を 差し

引いた残額

　 既に領収し た共済掛

金から 共済金額に記載

事項の更正後に適用さ

れる共済掛金率を 乗じ

て得た共済掛金の額を

差し 引いた残額

２ 　 加入者が共済責

任の開始後、 建物の

用途・ 構造を 変更し

又は改築若し く は増

築等について 共済目

的の異動を 通知し 、

又は共済目的の譲受

人及び相続人そ の他

の包括承継人が共済

関係の承継の承諾申

請を し 、 組合がこ れ

を 承認し 、 又は承諾

する場合

　 承認又は承諾し た

日以後の未経過共済

責任期間日数に 対し

て、 変更後の共済掛

金等の額から 変更前

の共済掛金等の額を

差し 引いた残額

　 承認又は承諾し た日

以後の未経過共済責任

期間日数に対し て、 変

更前の共済掛金の額か

ら 変更後の共済掛金の

額を差し 引いた残額
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１ の既経過月数に応じ た係数

３ 　 第20条（ 通知義務） 第３ 項の規定により 、 こ の組合が共済関係を解除し

た場合において、 解除の事実の発生が加入者の責めに帰すべき 事由によら

ないと き は、 前項の規定にかかわら ず、 共済掛金のう ち未経過期間に対し

て日割り をも っ て計算し た金額を返還し ます。

４ 　 第20条（ 通知義務） 第３ 項、 第21条（ 危険増加による解除） 第１ 項及び

第24条（ 共済目的の調査拒否による解除） 第１ 項以外の事由により 共済関

係が解除さ れた場合において、 その解除の原因が加入者の責めに帰すべき

事由によると き は、 払込みを受けた共済掛金から 既経過期間に対し て第２

項の表により 計算し た共済掛金を差し 引いた残額を返還し ます。

既経過共済

責任期間（ 月）
係　 数（ ％）

１ 20.0

２ 30.0

３ 40.0

４ 50.0

５ 60.0

６ 70.0

７ 75.0

８ 80.0

９ 85.0

10 90.0

11 95.0

返還する場合 返　 還　 額

１ 　 建物の用途・ 構造を変更し 又は改築若し

く は増築その他危険が著し く 増加し たこ と 等

による解除、 共済目的の調査拒否による解除

その他その原因が加入者の責に帰すべき 事由

による解除の場合

　 共済掛金から 共済掛

金に経過月数に応じ た

下記の係数を 乗じ て 得

た額を差し 引いた残額

２ 　 建物の用途・ 構造を変更し 又は改築若し

く は増築その他危険が著し く 増加し たこ と 等

による解除の場合で、 解除の原因と なっ た事

実の発生が加入者の責めに帰すべき事由によ

ら ないと き

　 共済掛金に未経過日

数の共済責任期間に対

する割合を乗じ て得た額

３ 　 １ 及び２ による解除以外の事由による解

除の場合であっ て、 その解除の原因が加入者

の責めに帰すべき 事由によら ないと き

　 共済掛金に未経過日

数の共済責任期間に対

する割合を乗じ て得た額

（ 注） 既経過期間の月数は、 共済責任の開始の日から 起算し て翌月の応当日までを

１ 月と 計算し 、 30日未満の端数があると き は、 こ れを 切り 上げて１ 月と する。
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《 損害発生の場合の手続 》

第３ ３ 条　 加入者は、 共済目的について共済金の支払を受けるべき 損害があ

ると 認めた場合は、 遅滞なく 、 その旨をこ の組合に通知し なければなり ま

せん。

２ 　 共済目的について第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の損害が発生し た

場合は、 こ の組合は、 その共済目的について必要な事項を調査するこ と が

できます。

３ 　 加入者は、 こ の組合が第１ 項の損害に関し て要求し た書類を作成し 、 損

害の発生を通知し た日から 30日以内にこの組合に提出し なければなり ません。

４ 　 加入者が第１ 項の通知を怠り 、 故意若し く は重大な過失によっ て不実の

通知をし 、 正当な理由がないのに第２ 項の調査を妨害し 、 第３ 項の書類に

故意に不実の記載をし 、 又はその書類を偽造若し く は変造し た場合は、 こ

の組合は、 共済証券記載の加入者の住所あての書面による通知をも っ てこ

の共済関係を解除するこ と ができます。

《 損害防止義務 》

第３ ４ 条　 加入者は、 共済目的について通常すべき 管理その他の損害防止を

怠っ てはなり ません。

２ 　 加入者は、 第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の事故及び第８ 条（ 水道

管凍結修理費用共済金を支払う 場合） の事故が発生し た場合又はその原因

が発生し た場合は、 損害の防止又は軽減に努めなければなり ません。

損害の発生第８ 章

５ 　 第20条（ 通知義務） 第３ 項、 第21条（ 危険増加による解除） 第１ 項及び

第24条（ 共済目的の調査拒否による解除） 第１ 項以外の事由により 共済関

係が解除さ れた場合において、 その解除の原因が加入者の責めに帰すべき

事由によら ないと きは、 共済掛金のう ち未経過期間に対し て日割り をも っ

て計算し た金額を返還し ます。

《 共済掛金の返還―失効の場合 》

第３ １ 条　 第26条（ 共済関係の失効） の規定により 共済関係が失効し た場合

において、 その失効の原因が加入者の責めに帰すべき事由によら ないと き

は、 こ の組合は共済掛金のう ち未経過期間に対し て日割り をも っ て計算し

た金額を返還し ます。

《 共済掛金の返還―超過による共済金額の減額の場合 》

第３ ２ 条　 こ の組合は、 第27条（ 超過共済による共済金額の減額） 第１ 項に

より 共済関係が取り 消さ れた場合は、 共済関係の成立の時に遡っ て、 取り

消さ れた部分に対応する共済掛金を返還し ます。

２ 　 こ の組合は、 第27条（ 超過共済による 共済金額の減額） 第２ 項によ り 、

共済金額の減額を行う 場合は、 共済掛金のう ち未経過期間に対し て日割り

をも っ て計算し た金額を返還し ます。
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３ 　 こ の組合は、 加入者に第２ 項の損害の防止又は軽減のため、 特に必要な

処置をすべきこ と を指示するこ と ができ ます。 こ の場合は、 当該指示によ

る必要な処置によっ て、 加入者が負担し た費用はこ の組合が負担し ます。

《 残存物 》

第３ ５ 条　 こ の組合は、 共済目的の全部が滅失し た場合において、 加入者が

その共済目的について有する権利を取得し ません。 ただし 、 こ の組合がこ

れを取得する旨の意思表示をし て共済金を支払っ た場合は、 こ の限り では

あり ません。

２ 　 加入者は、 こ の組合が要求し た場合は、 前項の規定により こ の組合が取

得し た権利の保全及び行使のために必要な証拠書類の提供その他の行為

をし なければなり ません。 こ の場合は、 当該要求による必要な行為のため

に加入者が負担し た費用はこ の組合が負担し ます。

《 評価人及び審判人 》

第３ ６ 条　 共済価額又は損害の額について、 こ の組合と 加入者又は共済金を

受け取るべき者と の間に争いが生じ た場合は、 その争いは他の問題と 分離

し て、 こ れを当事者双方が書面をも っ て選定し た各１ 名ずつの評価人の判

断に任せるも のと し 、 評価人の間で意見が一致し ないと きは、 評価人双方

が選定し た１ 名の審判人の裁定に任せなければなり ません。

２ 　 前項の判断又は裁定に要する 費用及び評価人又は審判人に対する報酬

は、 当事者双方がこ れを負担するも のと し 、 その負担の割合は前項の判断

又は裁定において定めます。

《 第三者に対する権利の取得 》

第３ ７ 条　 第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の損害が第三者の行為によっ

て発生し た場合において、 こ の組合が共済金を支払っ たと き は､ こ の組合

は、 加入者がその損害につき 第三者に対し て有する権利（ 以下こ の条にお

いて「 加入者債権」 と いいます。） について、 次の各号の額を 限度に組合

が加入者に代わり 取得するも のと し ます。

　（ １ ）　 組合が損害の額の全額を共済金と し て支払っ た場合は、 加入者債権

の全額

　（ ２ ）　 前号以外の場合は、 加入者債権の額から 、 共済金が支払われていな

い損害の額を差し 引いた額

２ 　 前項第２ 号の場合において、 組合が加入者に代わり 取得せずに加入者が

引き 続き 有する債権は、 組合が加入者に代わり 取得する当該債権より も 優

先し て弁済さ れるも のと し ます。

３ 　 第35条（ 残存物） 第２ 項の規定は、 第１ 項の規定により 代位権を取得し

た場合において準用し ます。

《 共済金の支払時期 》

第３ ８ 条　 こ の組合は、 加入者が第33条（ 損害発生の場合の手続） の手続を

し 、 組合が要求し た共済金の請求に必要な書類が到達し た日の翌日から 30

日以内に、 次の事項の確認をし た上で、 共済金を支払います。
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確認事項
詳　 細

①　 共済金の支払事由発生

の有無の確認が必要な場

合

　 事故の原因、 事故発生の状況、 損害又

は傷害発生の有無及び加入者、 共済目的

の所有者又は被害者に該当する事実

②　 共済金が支払われない

事由の有無の確認が必要

な場合

　 約款に規定する 共済金が支払われない

事由に該当する事実の有無

③　 共済金を算出するため

の事実の確認が必要な場

合

　 損害の額、 傷害の程度、 事故と 損害又

は傷害と の関係、 治療の経過及び内容

④　 共済関係の効力の有無

の確認が必要な場合

　 約款に規定する 解除又は取消し の事由

に該当する事実の有無

⑤　 ①から ④までのほか、

組合が支払う べき 共済金

の額を確定さ せるための

事実の確認が必要な場合

　 重複契約関係の有無及び内容、 損害に

ついて加入者が有する 損害賠償請求権そ

の他の債権及び既に取得し たも のの有無

及び内容等

（ 注） 傷害等に係る規定については、 臨時費用担保特約付帯の契約に限る。

２ 　 前項の確認をするため、 次に掲げる特別な照会又は調査が必要な場合に

は、 前項の規定にかかわら ず、 こ の組合は、 共済金の請求に必要な書類が

組合に達し た日の翌日から 次に掲げる日数（ 照会又は調査の内容が複数あ

る場合は、 そのう ち最長の日数と し ます。） が経過する日までに、 共済金

を支払います。

特別な照会又は調査の内容 日数

　 第１ 項の表中①から ⑤までの事項を確認するための弁護士法

（ 昭和24年法律第205号） その他の法令に基づく 照会
180日

　 第１ 項の表中①から ④までの事項を確認するための警察、 検

察、 消防その他の公の機関による調査・ 捜査の結果の照会
180日

　 第１ 項の表中①から④までの事項を確認するための医療機関、

検査機関その他の専門機関による診断、 鑑定等の結果の照会
90日

　 第１ 項の表中③の事項のう ち、 後遺障害の内容及びその程度

を確認するための医療機関による診断、 後遺障害の認定に係る

専門機関による審査等の結果の照会

120日

　 災害救助法（ 昭和22年法律第118号） が適用さ れた被災地域

における第１ 項の表中①から ⑤までの事項の確認のための調査
60日

　 災害対策基本法（ 昭和36年法律第223号） に基づき 設置さ れ

た中央防災会議の専門調査会によっ て被害想定が報告さ れた首

都直下地震、 東海地震、 東南海・ 南海地震又はこ れと 同規模以

上の損害が発生するも のと 見込まれる地震等による災害の被災

地域における第１ 項の表中①から ⑤までの事項の確認のための

調査（ 地震等による損害が生じ た場合に支払う 共済金について

の調査に限り ます。）

365日

（ 注） 傷害等に係る規定については、 臨時費用担保特約付帯の契約に限る。
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《 共済金支払後の共済関係 》

第３ ９ 条　 第３ 条（ 損害共済金を 支払う 場合） の事故による共済目的の損

害割合が80％以上と なっ たと き は、 共済関係は、 その損害の発生し たと

き に消滅し ます。

２ 　 前項の場合を除き 、 こ の組合が共済金を 支払っ た場合においても 、 こ

の共済関係の共済金額は、 減額するこ と はあり ません。

３ 　 各々別に共済金額を 定めた共済目的が２ 以上ある場合には、 それぞれ

について、 前２ 項の規定を適用し ます。

《 共済関係の継続 》

第４ ０ 条　 共済責任期間の満了に際し 、 共済責任期間の更新をし よう と する

場合において、 建物共済加入申込書に記載し た事項に変更があっ たと き

は、 加入者は書面をも っ てこ れをこ の組合に告げなければなり ません。 こ

の場合の告知については第18条（ 告知義務） の規定を適用し ます。

２ 　 前項の規定により 共済関係を継続し た場合には、 新たに共済証券を交付

し ます。

《 共済関係の承継 》

第４ １ 条　 共済目的について譲渡又は相続その他の包括承継があっ た場合

においては、 譲受人又は相続人その他の包括承継人が、 こ の組合の承認を

受けて、 共済関係に関し 譲渡人又は被相続人その他の被包括承継人の有す

る権利義務を承継するこ と ができ ます。

２ 　 前項の規定による承諾を 受けよう と する譲受人又は相続人その他の包

括承継人は、 その譲受又は相続その他の包括承継の日から 14日以内に書面

をも っ て、 こ の組合に承諾の申請をし なければなり ません。

３ 　 第１ 項の規定による権利義務の承継は、 その承諾の時（ 共済目的の譲受

けの前に承諾があっ た場合は、 譲受けの時） から その効力を生じ ます。

《 他人の所有する物を 建物共済に付し た場合 》

第４ ２ 条　 他人が所有する物を管理する者は、 その支払う こ と があるべき 損

害賠償のためにその物を建物共済に付すこ と ができ ます。

２ 　 前項の場合、 共済目的の所有者は、 自己の所有する共済目的の損害につ

いては、 加入者に優先し て直接こ の組合に共済金の支払を請求するこ と が

でき ます。

３ 　 加入者は、 前項の損害に対し て共済目的の所有者に損害賠償を行っ た額

又は共済目的の所有者が承諾し た額を限度に、 こ の組合に対し て共済金の

支払を請求するこ と ができ ます。

４ 　 第２ 項及び第３ 項の規定にかかわら ず、 こ の組合は、 共済目的のう ち加

入者が所有する共済目的の損害については、 加入者に共済金を支払います。

その他第９ 章
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《 準拠法 》

第４ ３ 条　 こ の約款に規定のない事項については、 農業保険法（ 昭和22年法

律第185号）、 同法施行令（ 平成29年政令第263号）、 同法施行規則（ 平成29

年農林水産省令第63号）、 任意共済損害認定準則（ 平成30年３ 月28日農林

水産省告示第659号） 並びにこ の組合の定款及び事業規程により ます。

《 約款の変更を 行う 場合の対応 》

第４ ４ 条　 こ の組合は、 こ の約款を変更すると き は、 変更する旨及び変更点

並びにその効力の発生時期を 組合の事務所に備え置き 一般の閲覧に供す

ると と も に、 イ ンタ ーネッ ト のホームページへ公表するほか、 広報誌等に

掲載するこ と により 、 加入者及び加入資格者に対し 周知するも のと し ます。

〈 別表〉

第15 条第２ 項の共済金の種類別の支払限度額

共 済 金 の 種 類 支　 払　 限　 度　 額

１ 　 第３ 条（ 損害共済金を

支払う 場合） の損害共済

金

　 損害の額（ 他の重複契約関係に損害

の額を 算出する 基準がこ の共済関係と

異なる も のがある と き は、 それぞれの

基準によ り 算出し た損害の額のう ち 最

も 高い損害の額）

２ 　 第４ 条（ 残存物取片付

け費用共済金を 支払う 場

合） の残存物取片付け費

用共済金

　 残存物取片付け費用の額

３ 　 第５ 条（ 特別費用共済

金を 支払う 場合） の特別

費用共済金

　 １ 回の事故につき、 １ 建物ごと に200

万円（ 他の重複契約関係に、 限度額に

200万円を超えるも のがあると き は、 こ

れら の限度額のう ち最も 高い額）

４ 　 第６ 条（ 損害防止費用

共済金を 支払う 場合） の

損害防止費用共済金

　 損害防止軽減費用の額

５ 　 第７ 条（ 失火見舞費用

共済金を 支払う 場合） の

失火見舞費用共済金

　 １ 回の事故につき 50万円（ 他の重複

契約関係に､ １ 被災世帯当たり の支払

額が50万円を 超え る も のがあ る と き

は、 その支払額のう ち 最も 高い額） に

被災世帯の数を乗じ て得た額

６ 　 第８ 条（ 水道管凍結修

理費用共済金を 支払う 場

合） の水道管凍結修理費

用共済金

　 水道管凍結修理費用の額
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特約条項（ 共通）

《 こ の特約条項が適用さ れる範囲 》

第１ 条　 こ の特約条項は、 建物火災共済約款第１ 条（ 共済目的の範囲） 又

は建物総合共済約款第１ 条（ 共済目的の範囲） に掲げる共済目的であっ て、

その減価割合（ 再取得価額から 共済価額を差し 引いて得た額の再取得価額

に対する割合をいいます。 以下同様と し ます。） が100分の50以下であるも

のに適用さ れます。

２ 　 再取得価額と は、 共済目的と 同一の構造、 質、 用途、 規模、 型、 能力の

も のを再築又は再取得するのに要する額をいいます。

《 損害共済金を 支払う べき 損害の額 》

第２ 条　 こ の特約により 、 こ の組合が損害共済金と し て支払う べき損害の額

は、 その損害が発生し た地及び時におけるこ の特約に係る共済目的の再取

得価額によっ て定めます。

《 共済金額の減額及び新価特約の解除 》

第３ 条　 こ の組合は、 こ の特約に係る共済目的たる建物が、 建物火災共済

約款第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） 又は建物総合共済約款第３ 条（ 損

害共済金を支払う 場合） 第１ 項若し く は第２ 項の事故以外の原因により 損

害が発生し た場合において、 その建物の減価割合が100分の50を 超えた場

合には、 新価特約を解除するも のと し ます。 こ の場合において、 新価特約

を解除し た共済関係の共済金額が共済価額を超えると き は、 共済金額をそ

の共済価額に相当する金額に減額するも のと し ます。

２ 　 こ の組合は、 前項の規定により 共済金額を減額し た場合は、 その減額し

た共済金額に対応する共済掛金（ 臨時費用担保特約が付さ れていると き に

は、 その特約共済掛金を 含みます。） のう ち未経過期間に対し て日割り を

も っ て計算し た金額を返還し ます。

３ 　 第１ 項の規定による新価特約の解除は、 共済証券記載の加入者の住所あ

ての書面による通知をも っ て行います。

《 損害共済金の支払額 》

第４ 条　 こ の組合は、 損害共済金と し て建物火災共済約款第10条（ 損害共済

金の支払額） 第２ 項又は建物総合共済約款第９ 条（ 損害共済金の支払額）

第２ 項の規定にかかわら ず、 次の各号の表の額（ 表中の共済金額が再取得

価額を超えると き は、再取得価額に相当する金額と し ます。） を支払います。

新価特約条項
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　（ １ ）　 建物火災共済の場合

　（ ２ ）　 建物総合共済の場合

　 　 ①　 建物総合共済約款第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） 第１ 項の事

故によっ て損害が発生し た場合

　 　 ②　 建物総合共済約款第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） 第２ 項の自

然災害から 地震及び噴火並びにこ れら による津波（ 以下「 地震等」

と いいます。） による災害を除いた災害によっ て損害が発生し た場合

区　 　 　 　 　 分 損害共済金の額

共済金額が再取得価額

の80％以上であると き

第２ 条（ 損害共済金を 支払う べき 損害の額）

の損害の額（ 共済金額を限度と し ます。）

共済金額が再取得価額

の80％未満であると き

第２ 条（ 損害共済金

を 支払う べき 損害

の額） の損害の額

×
共済金額

再取得価額×80%

（ 共済金額を限度と し ます。）

区　 　 　 　 　 分 損害共済金の額

第２ 条（ 損害共済金

を 支払う べき 損害の

額） の損害の額が再

取得価額の80％以上

であるとき

第２ 条（ 損害共済金を

支払う べき損害の額）

の損害の額

　 ×　
共済金額

再取得価額

第２ 条（ 損害共済金

を支払う べき損害の

額） の損害の額が再

取得価額の80％未満

であるとき

第２ 条（ 損
害共済金を
支払う べき
損害の額）
の損害の額

－

再 取 得 価 額 の
５％に相当する額
又は10,000円の
いずれか低い額

×
共済金額

再取得価額

区　 　 　 　 　 分 損害共済金の額

共済金額が再取得価額

の80％以上であると き

第２ 条（ 損害共済金を 支払う べき 損害の額）

の損害の額（ 共済金額を限度と し ます。）

共済金額が再取得価額

の80％未満であると き

第２ 条（ 損害共済金を

支払う べき 損害の額）

の損害の額

×
共済金額

再取得価額×80%

（ 共済金額を限度と し ます。）
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　 　 ③　 建物総合共済約款第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） 第２ 項の地

震等によっ て損害が発生し た場合

《 準用規定 》

第５ 条　 こ の特約条項に定めのない事項については、 こ の特約条項が付さ れ

た建物火災共済約款又は建物総合共済約款の規定を準用し ます。 こ の場合

において、 建物火災共済約款又は建物総合共済約款の規定中「 共済価額」

と あるのを「 共済目的の再取得価額」 と 読み替えるも のと し ます。

《 こ の特約の締結 》

第１ 条　 こ の特約は、 建物火災共済又は建物総合共済について、 加入者が申

し 込み、 こ の組合がこ れを承諾し た場合に締結し ます。

２ 　 こ の特約は、 共済金額が1,000万円以上である建物火災共済又は建物総

合共済の共済関係に付すこ と ができます。

３ 　 こ の特約は、 前項に規定するも ののほか、 建物火災共済及び建物総合共

済（ 共済目的及び共済責任期間が同一であるも のに限り ます。） の共済金

額の合計が1,000万円以上の場合における 当該建物火災共済又は建物総合

共済のいずれかに付すこ と ができ ます。

《 小損害実損塡補特約の解除 》

第２ 条　 こ の組合は、 建物火災共済約款第29条（ 超過共済による共済金額の

減額） 又は建物総合共済約款第27条（ 超過共済による共済金額の減額） に

より 共済金額を減額し たこ と により 、 建物共済の共済関係が、 こ の特約を

付すこ と ができ るも のに該当し なく なっ たと き は、 こ の特約を解除し ます。

２ 　 こ の組合は、 前項の規定により こ の特約を解除し た場合は、 こ の特約に

対応する 共済掛金のう ち未経過期間に対し て日割り を も っ て計算し た金

額を返還し ます。

３ 　 第１ 項の規定による小損害実損塡補特約の解除は、 共済証券記載の加入

者の住所宛ての書面による通知をも っ て行います。

小損害実損塡補特約条項

損　 害　 共　 済　 金　 の　 額

第２ 条（ 損害共済金を
支払う べき 損害の額）
の損害の額

　 ×　
共済金額×0.5

再取得価額

　 こ の場合の損害の額は、 建物に係る損害（ 建物の損害割合が５ ％

以上と なっ た場合に限り ます。） の額と 家具類及び小農器具に係る損

害（ 家具類及び小農器具の損害割合が70％以上と なっ た場合又は家

具類及び小農器具を 収容する建物の損害割合が70％以上と なっ た場

合に限り ます。） の額の合計額と し ます。
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《 損害共済金の支払額 》

第３ 条　 こ の組合は、 共済事故（ 地震等を 除き ます。） による損害の額が30

万円又は50万円のう ちから 加入者があら かじ め選択し た額以下であると

き は、損害共済金と し て、建物火災共済約款第10条（ 損害共済金の支払額）

第２ 項及び建物総合共済約款第９ 条（ 損害共済金の支払額） 第２ 項の規定

にかかわら ず、 損害の額に相当する金額を支払います。

２ 　 こ の組合は、 共済事故（ 地震等を 除き ま す。） によ る 損害の額が30万

円又は50万円のう ち から 加入者があら かじ め選択し た額を 超える場合で

あっ て、 建物火災共済約款第10条（ 損害共済金の支払額） 第２ 項及び建物

総合共済約款第９ 条（ 損害共済金の支払額） 第２ 項の規定により 算出し た

損害共済金が当該選択し た額に満たないと き は、 損害共済金と し て、 こ れ

ら の規定にかかわら ず、 当該選択し た額を支払います。

３ 　 共済事故が自然災害であっ て、 損害の額が１ 万円に満たない場合は、 前

２ 項の規定にかかわら ず、 損害共済金は支払いません。

《 準用規定 》

第４ 条　 こ の特約条項に定めのない事項については、 こ の特約条項が付さ れ

た建物火災共済約款又は建物総合共済約款の規定を準用し ます。

《 組合の支払責任 》

第１ 条　 こ の組合は、 こ の特約に従い、 建物火災共済約款第３ 条（ 損害共済

金を支払う 場合）又は建物総合共済約款第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合）

第１ 項若し く は第２ 項（ 地震等を 除き ます。） の事故によっ て共済目的が

損害を受けた場合において、 損害共済金のほか、 その損害に伴う 臨時の費

用に対し て共済金（ 以下「 臨時費用共済金」 と いいます。） を支払います。

２ 　 こ の組合は、 第４ 項に規定する者が、 建物火災共済約款第３ 条（ 損害共

済金を支払う 場合） 又は建物総合共済約款第３ 条（ 損害共済金を支払う 場

合） 第１ 項の事故に直接起因（ その事故から 避難又は損害の発生するおそ

れが著し く 増大し たと き の損害防止を含みます。） し 、 被害の日から 200日

以内に死亡又は後遺障害（ 別表に掲げる基準に該当する場合に限り ます。）

を被っ たと き は、 前項の臨時費用共済金のほか、 その死亡又は後遺障害に

伴う 費用に対し て共済金（ 以下「 死亡・ 後遺障害費用共済金」 と いいます。）

を加入者に支払います。 ただし 、 加入者が死亡し た場合には、 その法定相

続人に支払います。

３ 　 前項ただし 書の規定により 死亡・ 後遺障害費用共済金を加入者の法定相

続人に支払う 場合であっ て、 その法定相続人が２ 人以上いると きは、 その

受取割合は、 法定相続分の割合と し ます。

４ 　 死亡・ 後遺障害費用共済金の対象者は、 次のと おり と し ます。

　（ １ ）　 加入者及び共済目的の所有者（ 加入者及び共済目的の所有者が法人

であると き は、 その理事、 取締役又はその他の機関にある者）

　（ ２ ）　 加入者及び共済目的の所有者の親族

　（ ３ ）　 加入者及び共済目的の所有者の使用人

　（ ４ ）　 共済証券記載の建物に居住し ている者

臨時費用担保特約条項
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《 臨時費用共済金の支払額 》

第２ 条　 こ の組合が支払う 臨時費用共済金の額は、 建物火災共済約款第10条

（ 損害共済金の支払額） 第２ 項又は建物総合共済約款第９ 条（ 損害共済金

の支払額） 第２ 項の損害共済金の額に10％、 20％又は30％のう ち加入者が

選択し た割合を乗じ て得た金額と し ます。 ただし 、 １ 回の共済事故につき

１ 建物ごと に250万円を限度と し ます。

２ 　 こ の特約に係る共済目的について、 臨時費用共済金を支払う べき 重複契

約関係がある場合であっ ても 、 臨時費用共済金は、 前項の規定により 算出

し た金額と し ます。

３ 　 前項の規定により 支払う こ と と なるこ の共済関係によ る臨時費用共済

金と 重複契約関係によ り 既に支払われた保険金又は共済金の額と の合計

額が、 １ 回の共済事故につき １ 建物ごと に250万円（ 他の重複契約関係に

限度額が250万円を超えるも のがあると き は、 こ れら の限度額のう ち最も

高い額（ 以下こ の項において「 支払限度額」 と いいます。）） を超えると き は、

前項の規定にかかわら ず、 こ の組合が支払う 臨時費用共済金の額は、 支払

限度額から 他の重複契約関係により 既に支払われた保険金又は共済金の

額の合計額を差し 引いた額と し ます。 ただし 、 重複契約関係がないも のと

し て算出し た支払責任額を限度と し ます。

４ 　 前２ 項の場合において、 損害が２ 種類以上の共済事故によっ て発生し た

と き は、 同種の共済事故による損害ごと にこ れら の項の規定をそれぞれに

適用し ます。

《 死亡・ 後遺障害費用共済金の支払額 》

第３ 条　 こ の組合が支払う 死亡・ 後遺障害費用共済金の額は、 死亡又は後遺

障害者１ 名ごと に共済金額（ 共済金額が共済価額を 超える と き は、 共済

価額に相当する金額と し ます。） の30％に相当する金額と し ます。 ただし 、

１ 回の共済事故につき１ 名ごと に200万円を限度と し ます。

２ 　 こ の特約を付し た建物火災共済又は建物総合共済と は別に、 同一の加入

者について、 同一の共済事故により 第１ 条（ 組合の支払責任） 第２ 項の死

亡・ 後遺障害費用共済金を 支払う べき 他の共済関係がある 場合において、

それぞれの共済関係に係る死亡・ 後遺障害費用共済金の合計額が１ 回の共

済事故につき １ 名ごと に200万円を 超えると き には、 こ の組合は、 次の算

式により 算出し た額を死亡・ 後遺障害費用共済金と し て支払います。

《 死亡・ 後遺障害費用共済金を支払わない場合 》

第４ 条　 建物火災共済約款第18条（ 共済金を支払わない損害） 及び第19条（ 共

済金を支払わない場合） 又は建物総合共済約款第16条（ 共済金を支払わな

い損害） 及び第17条（ 共済金を支払わない場合） の規定により 、 共済金が

支払われない場合は、 死亡・ 後遺障害費用共済金を支払いません。

《 死亡又は後遺障害発生の通知 》

第５ 条　 加入者（ 加入者が死亡し た場合には、 その法定相続人） は、 共済目

的について建物火災共済約款第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） 又は建物

総合共済約款第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） 第１ 項の事故によっ て損

害が発生し 、 第１ 条（ 組合の支払責任） 第４ 項に規定する者が死亡又は後

遺障害を被っ た場合は、 遅滞なく こ の組合に通知し なければなり ません。

200万 円 ×
こ の共済関係に係る支払責任額

それぞれの共済関係に係る

支払責任額の合計額

＝

第１ 条（ 組合の支払責任）

第２ 項の死亡・ 後遺障害

費用共済金の額
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《 組合の支払責任 》

第１ 条　 こ の組合は、 こ の特約に従い、 建物火災共済約款第３ 条（ 損害共

済金を 支払う 場合）、 第５ 条（ 地震火災費用共済金を 支払う 場合） 及び第

９ 条（ 水道管凍結修理費用共済金を 支払う 場合） 又は建物総合共済約款

第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） 第１ 項若し く は第２ 項及び第８ 条（ 水

道管凍結修理費用共済金を支払う 場合） の事故によっ て共済目的が損害を

受けた場合において、 建物火災共済約款第４ 条（ 残存物取片付け費用共済

金を支払う 場合） から 第９ 条（ 水道管凍結修理費用共済金を支払う 場合）

又は建物総合共済約款第４ 条（ 残存物取片付け費用共済金を支払う 場合）

から 第８ 条（ 水道管凍結修理費用共済金を支払う 場合） に規定する費用に

係る共済金（ 以下「 費用共済金」 と いいます。） については、 建物火災共

済約款第11条（ 残存物取片付け費用共済金の支払額） から 第16条（ 水道管

凍結修理費用共済金の支払額） 又は建物総合共済約款第10条（ 残存物取片

付け費用共済金の支払額） から 第14条（ 水道管凍結修理費用共済金の支払

額） の規定にかかわら ず、 支払いません。

《 共済掛金率等の割引 》

第２ 条　 こ の特約を 付し た建物火災共済又は建物総合共済に適用する共済

掛金率等は、 こ の組合の定めた割引率を乗じ て得た率と し ます。

費用共済金不担保特約条項

《 準用規定 》

第６ 条　 こ の特約条項に定めのない事項については、 こ の特約条項が付さ れ

た建物火災共済約款又は建物総合共済約款の規定を準用し ます。

〈 別表〉

後遺障害の基準

１ 　 両眼の視力が0.02以下になっ たも の

２ 　 １ 眼が失明し 、 他眼の視力が0.06以下になっ たも の

３ 　 そし ゃ く の機能を廃し たも の

４ 　 言語の機能を廃し たも の

５ 　 両上肢の用を全廃し たも の

６ 　 両手の手指の全部を失っ たも の

７ 　 両下肢を足関節以上で失っ たも の

８ 　 両下肢の用を全廃し たも の

９ 　 精神に著し い障害を残し 、 終身労務に服するこ と ができ ないも の

10　 神経系統の機能に著し い障害を残し 、 終身労務に服するこ と ができ

ないも の

11　 胸腹部臓器の機能に著し い障害を残し 、 終身労務に服するこ と がで

き ないも の
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《 組合の支払責任 》

第１ 条　 こ の組合は、 こ の特約に従い、 こ の特約に係る共済目的が損害を受

けた場合において、 その損害に対し て共済金（ 以下「 収容農産物損害共済

金」 と いいます。） を支払います。

《 こ の特約に係る共済目的 》

第２ 条　 こ の特約に係る共済目的は、 建物総合共済の共済目的である建物に

収容さ れる次のいずれかの農産物（ 出荷前の一時保管又は販売目的の保

管をし ているも の及び乾燥・ 調製等の作業中のも のを含みます。 以下「 収

容農産物」 と いいます。） のう ち、 加入者が申し 出たも のと し ます。

（ １ ）　 米穀

（ ２ ）　 麦

（ ３ ）　 大豆

《 こ の特約に係る共済責任期間 》

第３ 条　 こ の特約に係る共済責任期間は、 次のいずれかの期間のう ち、 加入

者が申し 出たも のと し 、 共済責任期間の開始の日の午後４ 時から 始まり 、

末日の午後４ 時に終わり ます。

（ １ ）　 Ａ タ イ プ　 加入者が申し 出た開始日から 末日までの120日以下の期

間（ 複数の期間であっ て、 それぞれの期間の日数の合計が120日以下

のも のも 含みます。）

（ ２ ）　 Ｂ タ イ プ　 建物総合共済約款第２ 条（ 共済責任期間） 第２ 条第１ 項

の共済責任期間と 同一の期間

《 収容農産物損害共済金の支払額 》

第４ 条　 こ の組合が支払う 収容農産物損害共済金の額は、 建物総合共済約款

第３ 条（ 損害共済金を支払う 場合） の事故によっ て共済目的に生じ た損害

の額に相当する金額と し ます。 ただし 、 同一共済責任期間における収容農

産物損害共済金の額の合計は、 100万円以上500万円以下の範囲内で100万

円を単位と し て加入者が申し 出た金額（ 以下「 支払限度額」 と いいます。）

を限度と し ます。

２ 　 共済事故が地震等である場合は、 収容農産物損害共済金の金額は、 前項

の規定にかかわら ず、 同項の損害の額の30％に相当する金額と し ます。 た

だし 、 同一共済責任期間における収容農産物損害共済金のう ち、 地震等に

より 支払う も のの金額の合計は、 支払限度額の30％に相当する金額を限度

と し ます。

３ 　 第１ 項の損害の額が１ 万円に満たない場合は、 前２ 項の規定にかかわら

ず、 収容農産物損害共済金は支払いません。

収容農産物補償特約条項

《 準用規定 》

第３ 条　 こ の特約条項に定めのない事項については、 こ の特約条項が付さ れ

た建物火災共済約款又は建物総合共済約款の規定を準用し ます。
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《 こ の特約の締結 》

第１ 条　 こ の特約は、 加入者が建物火災共済又は建物総合共済に係る共済関

係が継続する期間を ２ 年又は３ 年（ 以下「 継続特約期間」 と いいます。）

と し て申し 込み、 こ の組合がこ れを承諾し 、 こ れに係る共済掛金等を一括

し て払い込んだ場合に締結し ます。

２ 　 こ の特約は、 前項の規定にかかわら ず自動継続特約を付し た共済関係に

は付すこ と はでき ません。

《 共済掛金率等の割引 》

第２ 条　 こ の特約を 付し た建物火災共済又は建物総合共済に適用する共済

掛金率等は、 継続特約期間ごと にこ の組合の定めた割引率を乗じ て得た率

と し ます。

２ 　 小損害実損塡補特約が付さ れた建物共済の共済掛金等は、 小損害実損塡

補特約の共済掛金等に継続特約期間ごと にこ の組合が定めた割引率を 乗

じ て得た金額と し ます。

３ 　 収容農産物補償特約が付さ れた建物総合共済の共済掛金等は、 前条（ こ

の特約の締結） 第１ 項の規定による共済掛金等に、 収容農産物補償特約の

共済掛金等に継続特約期間ごと にこ の組合が定めた割引率を 乗じ て得た

額を加算し た金額と し ます。

継続申込特約条項

４ 　 加入者が故意又は重大な過失によっ て建物総合共済約款第34条（ 損害防

止義務） 第１ 項及び第２ 項の規定による義務を怠っ た場合は、 損害の額か

ら 防止又は軽減するこ と ができ たと 認めら れる 金額を 差し 引いて得た金

額を損害の額と みなし ます。

《 共済掛金の返還－失効の場合 》

第５ 条　 建物総合共済約款第26条（ 共済関係の失効） の規定により こ の特約

が付さ れた建物総合共済の共済関係が失効し た場合において、 その失効の

原因が加入者の責めに帰すべき 事由によら ないと き は、 こ の組合はこ の特

約に係る 共済掛金のう ち未経過期間に対し て日割り を も っ て計算し た金

額を返還し ます。

《 共済金支払後の特約条項 》

第６ 条　 収容農産物損害共済金の合計額が支払限度額に達し たと き、 こ の特

約は消滅し ます。

《 準用規定 》

第７ 条　 こ の特約条項には、 建物総合共済約款第15条（ 他の保険契約等があ

る場合の共済金の支払額） から 第25条（ 共済関係の解除の効力） まで、 第

30条（ 共済掛金の返還－解除の場合）、 第33条（ 損害発生の場合の手続）

から 第38条（ 共済金の支払時期） ま で、 第40条（ 共済関係の継続） から

第42条（ 他人の所有する物を建物共済に付し た場合） まで及び第43条（ 準

拠法） の規定を準用し ます。
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《 共済金額の増額又は減額 》

第３ 条　 加入者から 共済金額を増額し たい旨の申込みがあり 、 かつ、 増額前

の共済掛金等と 増額後の共済掛金等の差額に相当する金額がこ の組合に

払い込まれた場合には、 こ の組合は、 その払い込まれた日以降にはじ めて

到来する共済責任期間開始の日（ その払い込まれた日が共済責任期間開始

の日であると き は、 払い込まれた日と し ます。） の午後４ 時から 共済金額

を増額するこ と ができます。

２ 　 加入者から 共済金額を 減額し たい旨の申込みがあっ た場合は、 こ の組

合は、 その申込みの日以降にはじ めて到来する共済責任期間開始の日（ そ

の申込みの日が共済責任期間開始の日であると き は、 その申込みの日と し

ます。） の午後４ 時から 共済金額を減額するこ と ができ ます。

３ 　 前項の規定により 共済金額を減額し たと きは、 減額前の共済掛金等と 減

額後の共済掛金等の差額に相当する金額を返還し ます。

４ 　 第１ 項の規定による 共済金額の増額又は第２ 項の規定によ る共済金額

の減額は、 こ の組合が第１ 項又は第２ 項の申込みを承認するこ と によっ て

効力を生じ ます。

５ 　 こ の組合は、 建物火災共済約款第22条（ 通知義務） 第１ 項又は建物総合

共済約款第20条（ 通知義務） 第１ 項の規定による共済関係の異動の承認を

し たこ と により 、 建物火災共済約款第31条（ 告知・ 通知義務の承認又は共

済関係承継の承諾の場合） 又は建物総合共済約款第29条（ 告知・ 通知義務

の承認又は共済関係承継の承諾の場合） の規定による追加共済掛金等の支

払請求をし た場合において、 加入者がその払込みを怠っ た場合は、 その承

認を し た日において、 共済金額を 次の算式により 算出し た額に減額し ま

す。 こ の場合に、 その算出し た額に１ 万円未満の端数があると き は、 その

端数を切り 捨てます。

６ 　 こ の組合は、 前項の規定により 共済金額を減額し たと きは、 共済証券記

載の加入者の住所あての書面による通知をも っ て行います。

《 共済掛金率等の変更 》

第４ 条　 こ の組合がこ の特約を 付し た建物火災共済又は建物総合共済の共

済掛金率等を変更し よう と する場合は、 その変更の日以後にはじ めて到来

する共済責任期間開始の日から 変更する も のと し ます。 こ の場合におい

て、 こ の組合はその共済責任期間開始の日の10日前までに遅滞なく 加入者

にその旨を通知し ます。

２ 　 こ の組合は、 前項の規定によ り 共済掛金率等を 変更し たと き は、 変更

し た共済責任期間開始の日以後の継続特約期間に係る共済掛金等につい

て、 こ の組合の定めたと こ ろ により 算出し た過不足額を 加入者に払い戻

し 、 又は追加徴収し ます。

３ 　 加入者が前項の規定によ る共済掛金等の不足額の払込みを 怠っ たと き

は、前条（ 共済金額の増額又は減額）第５ 項及び第６ 項の規定を準用し ます。

《 準用規定 》

第５ 条　 こ の特約条項に定めのない事項については、 こ の特約条項が付さ れ

た建物火災共済約款又は建物総合共済約款の規定を準用し ます。

承認を し た日以降

の共済金額
＝ 共済金額 ×

変更前の適用共済掛金率等

変更後の適用共済掛金率等
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《 こ の特約の締結 》

第１ 条　 こ の特約は、 加入者が建物火災共済又は建物総合共済に係る共済掛

金等を 年２ 回又は４ 回に分割（ 以下「 分割共済掛金等」 と いいます。） し

て払い込むこ と を申し 込み、 こ の組合が承諾し た場合に締結し ます。

２ 　 こ の特約は、 前項の規定にかかわら ず継続申込特約を付し た共済関係に

は付すこ と はでき ません。

《 共済責任期間 》

第２ 条　 こ の特約に係る共済責任期間は、 こ の組合が加入者から 第１ 回分割

共済掛金等の払込みを受けた日（ 共済証券にこ れと 異なる共済責任期間の

開始日が記載さ れている場合はその日） の午後４ 時から 始まり 、 末日の午

後４ 時に終わり ます。

《 分割共済掛金等の払込方法 》

第３ 条　 加入者は、 こ の共済関係の承諾の通知書に記載さ れた払込期限まで

に第１ 回分割共済掛金等を払い込み、 第２ 回以降の分割共済掛金等につい

ては、 払込期限（ ２ 回分割の場合の払込期限は、 第１ 回分割共済掛金等の

払込期限の日から 起算し て６ カ 月を経過し た日、 ４ 回分割の場合の第２ 回

の払込期限は、 第１ 回分割共済掛金等の払込期限の日から 起算し て３ カ 月

を経過し た日、 第３ 回以降の払込期限は、 前回の払込期限の日から 起算し

て３ カ 月を経過し た日と し ます。 以下同様と し ます。） までに払い込まな

ければなり ません。

《 分割共済掛金等の払込猶予及び共済関係の解除 》

第４ 条　 こ の組合は、 前条（ 分割共済掛金等の払込方法） の規定にかかわら

ず、 第２ 回以降の分割共済掛金等の払込みを払込期限の翌日から 起算し て

14日間（ 以下「 猶予期間」 と いいます。） 猶予し ます。 ただし 、 こ の猶予

期間内に共済事故が生じ 、 その分割共済掛金等が払い込まれていない場合

は、 共済金を支払いません。

２ 　 分割共済掛金等が払い込まれないまま猶予期間が過ぎた場合、 共済関係

はその初日から その効力を失います。 こ の場合、 共済関係は解除さ れたも

のと みなし ます。

３ 　 前項の規定による共済関係の解除は、 共済証券記載の加入者の住所あて

の書面による通知をも っ て行い、 当該払込期限の翌日から 将来に向っ ての

み、 その効力を生じ ます。

４ 　 第２ 項の規定により こ の組合が共済関係を解除し た場合は、 既に領収し

た分割共済掛金等は返還し ません。

《 共済関係が消滅する場合の未払込共済掛金等の払込み 》

第５ 条　 建物火災共済約款第41条（ 共済金支払後の共済関係） 第１ 項又は

建物総合共済約款第39条（ 共済金支払後の共済関係） 第１ 項の規定により 、

共済関係が消滅する場合には、 加入者は共済金の支払を受ける以前に未払

込共済掛金等（ 加入者が払い込むべき 共済掛金等から 既に払い込まれた分

割共済掛金等の総額を 差し 引いた額を いいます。 以下同様と し ます。） の

全額を一時に払い込まなければなり ません。

共済掛金等分割払特約条項
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《 共済関係の解除の場合の未払込共済掛金等の払込み 》

第６ 条　 共済掛金等の払込みを完了する前に建物火災共済約款又は建物総合

共済約款の規定により こ の共済関係を解除する場合において、 こ の組合が

共済金を支払う べき事故が生じ ていたと きは、 加入者は、 未払込共済掛金

等の全額を一時に払い込まなければなり ません。

《 追加共済掛金等の払込み 》

第７ 条　 こ の組合が、 建物火災共済約款第31条（ 告知・ 通知義務の承認又は

共済関係承継の承諾の場合） 又は建物総合共済約款第29条（ 告知・ 通知義

務の承認又は共済関係承継の承諾の場合） の規定により 追加共済掛金等の

支払を請求し たと きは、 加入者は、 その全額を一時に払い込まなければな

り ません。

《 準用規定 》

第８ 条　 こ の特約条項に定めのない事項については、 こ の特約条項が付さ れ

た建物火災共済約款又は建物総合共済約款の規定を準用し ます。
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《 こ の特約の締結 》

第１ 条　 こ の特約は、 建物火災共済又は建物総合共済について、 加入者が申

し 込み、 こ の組合がこ れを承諾し た場合に締結し ます。

２ 　 こ の特約は、 前項の規定にかかわら ず継続申込特約を付し た共済関係に

は付すこ と はでき ません。

《 共済関係の自動継続 》

第２ 条　 こ の特約を付し た建物火災共済又は建物総合共済は、 共済責任期間

が満了する日の属する月の前月10日（ 以下「 自動継続意思確認日」 と いい

ます。） までに、 こ の組合が定めたと こ ろ により 加入者から 別段の意思表

示がなく 、 第４ 条（ 共済掛金等の払込み） の規定により 共済掛金等が払い

込まれた場合は、 共済責任期間が満了する共済関係と 同一の内容で共済責

任期間を１ 年と する共済関係を継続更新（ 以下「 自動継続」 と いいます。）

し ます。 こ の場合において、 自動継続の回数は、 ２ 回から ９ 回までの範囲

内で加入者が選択するも のと し ます。

２ 　 こ の組合は、 前項により 自動継続さ れる共済関係の内容を、 自動継続意

思確認日の14日前までに、 共済証券記載の加入者の住所あての書面により

通知し ます。

３ 　 第１ 項の規定にかかわら ず、 組合は、 組合の定めたと こ ろ により 自動継

続をするこ と が適当でないと 組合が認めた場合、 共済関係を自動継続し な

いこ と があり ます。 こ の場合には、 組合は、 継続時までに共済証券記載の

加入者の住所あての書面により 通知し ます。

《 共済関係の変更 》

第３ 条　 こ の特約が付さ れた共済関係について加入者が、 共済責任期間が満

了する共済関係と 異なる内容で共済関係を継続する場合は、 建物火災共済

約款第42条（ 共済関係の継続） 又は建物総合共済約款第40条（ 共済関係の

継続） によるこ と と し ます。

《 共済掛金等の払込み 》

第４ 条　 加入者は、 自動継続後の共済関係に係る共済掛金等（ 共済掛金等分

割払特約が付さ れている場合は、 第１ 回分割共済掛金等を いいます。） を

継続前の共済責任期間の満了日までに払い込むも のと し ます。

２ 　 共済掛金等分割払特約が付さ れている場合は、 加入者は、 第２ 回以降の

共済掛金等を、 共済掛金等分割払特約条項第３ 条（ 分割共済掛金等の払込

方法） の規定により 払い込むも のと し ます。

《 共済掛金等の払込猶予及び共済関係の解除 》

第５ 条　 こ の組合は、 前条（ 共済掛金等の払込み） の規定にかかわら ず、 共

済掛金等の払込みを 払込期限の翌日から 起算し て 14日間（ 以下「 猶予期

間」 と いいます。） 猶予し ます。 ただし 、こ の猶予期間内に共済事故が生じ 、

その期間内に共済掛金等が払い込まれていない場合は、 共済金を支払いま

せん。

自動継続特約条項
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２ 　 共済掛金等が払い込まれないまま猶予期間が過ぎた場合、 共済関係は継

続前の共済責任期間満了日の午後４ 時から その効力を 失います。 こ の場

合、 共済関係は解除さ れたも のと みなし ます。

３ 　 前項の規定による共済関係の解除は、 共済証券記載の加入者の住所あて

の書面による通知をも っ て行います。

《 新価特約解除の場合の共済関係 》

第６ 条　 こ の組合は、 こ の特約を付し た共済関係の新価特約について、 新価

特約条項第３ 条（ 共済金額の減額及び新価特約の解除） 第１ 項の規定によ

り 解除さ れた場合、 共済関係満了の日にこ の特約を解除し ます。

《 小損害実損塡補特約解除の場合の共済関係 》

第７ 条　 こ の組合は、 こ の特約を 付し た共済関係の小損害実損塡補特約が、

小損害実損塡補特約条項第２ 条（ 小損害実損塡補特約の解除） 第１ 項の規

定により 解除さ れた場合、 共済関係満了の日にこ の特約を解除し ます。

《 自動継続後の共済関係に適用さ れる約款及び共済掛金率等 》

第８ 条　 こ の組合は、 自動継続後の共済関係は、 継続し た日における建物火

災共済約款又は建物総合共済約款、 特約条項及び共済掛金率等を適用し ま

す。

《 準用規定 》

第９ 条　 こ の特約条項に定めのない事項については、 こ の特約条項が付さ れ

た建物火災共済約款又は建物総合共済約款及び特約条項の規定を 準用し

ます。



　 こ の「 約款」 は、 Ｎ ＯＳＡＩ の建物共済（ 火災共済及び総合共済）

契約についての大切なこ と がら を記し たも のです。「 重要事項説明書」

と と も によく お読みいただきますよう お願いいたし ます。

　 こ の「 約款」 には、 ご加入後にご注意いただき たいこ と 、 事故が

起こ っ たと き の手続き についても 記載さ れていま すので、「 共済証

券」 及び「 重要事項説明書」 と と も に、 大切に保管し てく ださ い。

　 なお、「 約款」 及び「 重要事項説明書」 についてわかり にく い点が

ございまし たなら ば、 ご遠慮なく Ｎ ＯＳＡＩ におたずねく ださ い。
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